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ガバナンスに関する日米比較（一）

ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
日
米
比
較
（
一
）小　

　

林　
　

良　
　

彰

岡　
　

田　
　

陽　
　

介

鷲　
　

田　
　

任　
　

邦

１　

分
析
枠
組
み
：
国
会
活
動
お
よ
び
選
挙
公
約
と
の
乖
離

　

候
補
者
は
選
挙
戦
に
臨
む
に
あ
た
っ
て
、
所
属
政
党
の
枠
の
中
で
も
、
自
ら
の
選
挙
区
の
地
域
特
性
等
を
踏
ま
え
た
公
約
を
戦
略

的
に
提
示
し
て
い
た
（
小
林
・
岡
田
・
鷲
田
二
〇
一
三
ａ; 

二
〇
一
三
ｂ
）。
ま
た
、
公
約
等
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
政
党
や
候
補
者
の

１　

分
析
枠
組
み
：
国
会
活
動
お
よ
び
選
挙
公
約
と
の
乖
離

２　

日
本
の
選
挙
公
約
：
衆
議
院
と
参
議
院

　

２
・
１　

公
約
と
発
言
の
一
致
度

　

２
・
２　

公
約
と
投
票
の
一
致
度

　

２
・
３　

一
致
度
の
規
定
要
因

　

２
・
４　

日
本
に
お
け
る
公
約
と
国
会
活
動
の
一
致

（
以
上
、
本
号
）

３　

米
国
の
選
挙
公
約
：
連
邦
上
院
選
挙
と
連
邦
下
院
選
挙

　

３
・
１　

公
約
と
発
言
の
一
致
度

　

３
・
２　

公
約
と
投
票
の
一
致
度

　

３
・
３　

一
致
度
の
規
定
要
因

　

３
・
４　

米
国
に
お
け
る
公
約
と
国
会
活
動
の
一
致

（
以
上
、
八
十
六
巻
八
号
）
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政
策
的
立
場
を
有
権
者
が
自
ら
の
立
場
と
比
較
し
て
、
政
治
的
評
価
や
投
票
行
動
に
お
け
る
政
治
的
態
度
を
決
定
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
（
小
林
・
岡
田
・
鷲
田
二
〇
一
三
ｃ; 

二
〇
一
三
ｄ
）。
た
と
え
候
補
者
が
有
権
者
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
て
公
約
を
提
示
し
、

有
権
者
が
選
挙
時
点
に
お
け
る
政
策
的
距
離
を
検
討
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
場
凌
ぎ
の
口
約
束
を
提
示
す
る
候
補
者
と
、
近
視

眼
的
で
時
勢
や
イ
メ
ー
ジ
に
左
右
さ
れ
や
す
い
有
権
者
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
で
し
か
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
代
議
制
民
主
主
義
が
機
能

し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
選
挙
を
通
じ
た
付
託
を
政
治
家
が
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
ま
た
、
有
権
者
が
議
員
の
遵
守
行
動
や
説

明
責
任
を
監
視
・
評
価
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
依
存
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
選
挙
に
勝
利
し
た
候
補
者
が
当
選
後
、
議
会
に
お
い
て
ど
の
程
度
公
約
を
遵
守
し
て
い
る
の
か
を
分
析
す

る
。
具
体
的
に
は
、
議
会
に
お
け
る
議
員
の
活
動
が
、
公
約
と
ど
の
程
度
一
貫
性
が
あ
る
か
、
ま
た
一
貫
性
を
規
定
す
る
要
因
は
何

か
を
探
る
。
以
下
で
は
、
議
会
行
動
と
し
て
議
会
に
お
け
る
発
言
と
法
案
へ
の
投
票
行
動
に
着
目
し
、
公
約
デ
ー
タ
と
発
言
・
投
票

デ
ー
タ
を
用
い
て
、
一
貫
性
の
程
度
と
そ
の
規
定
要
因
を
検
討
す
る
。

　

日
米
両
国
に
お
い
て
、
本
会
議
や
委
員
会
の
場
で
ど
れ
だ
け
実
質
的
な
審
議
が
行
わ
れ
て
い
る
か
は
別
と
し
て
、
議
会
に
お
け
る

発
言
は
、
有
権
者
の
代
表
と
し
て
の
議
員
が
意
見
を
表
明
す
る
重
要
な
機
会
で
あ
る
。
ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
の
議
会
行
動
と
し
て
、

本
稿
は
議
会
に
お
け
る
投
票
行
動
に
着
目
す
る
。
議
会
行
動
に
つ
い
て
は
、
特
に
投
票
行
動
に
関
す
る
研
究
が
多
い
が
、
公
約
と
の

関
係
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
既
存
研
究
の
多
く
は
、
公
約
と
議
会
で
の
行
動
の
一
貫
性
を
所
与
と
し
た
ま
ま
、
法
案
と
直

結
す
る
投
票
行
動
を
分
析
す
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
公
約
と
議
会
行
動
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
両
者
の

一
貫
性
は
、
代
表
制
に
お
け
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ご
く
わ
ず
か
な
例
外
（e.g., Sulkin 2009; 

2011

）
を
除
い
て
、
こ
れ
ま
で
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。Sulkin

（2009; 2011

）
は
、
立
法
活
動
（
法
案
の
提
出
や
コ

ス
ポ
ン
サ
ー
）
を
分
析
し
て
い
る
が
、
立
法
活
動
は
重
要
な
代
表
手
段
で
あ
る
と
は
い
え
、
法
案
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
は
、
法
案

提
出
者
以
外
の
個
々
の
議
員
の
投
票
行
動
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
約
内
容
と
議
会
で
の
投
票
行
動
の
一
貫
性
を
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検
討
す
る
こ
と
は
、
両
国
に
お
け
る
代
表
制
の
機
能
を
理
解
す
る
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　

検
討
に
際
し
て
本
稿
で
は
、
公
約
と
議
会
行
動
の
一
貫
性
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
、「
一
致
度
」
の
指
標
を
作
成
し
た
。
一
致

度
と
は
、
公
約
で
示
し
た
政
策
項
目
上
の
立
場
と
一
貫
し
た
議
会
行
動
の
数
で
あ
る
。
発
言
と
投
票
と
い
う
二
種
類
の
議
会
行
動
を

扱
う
た
め
、
一
致
度
は
公
約
・
発
言
一
致
度
と
公
約
・
投
票
一
致
度
と
い
う
二
つ
の
指
標
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
一
致
度
指
標
を
作

成
す
る
上
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
手
続
き
に
従
っ
た
。
ま
ず
、
公
約
の
各
政
策
項
目
に
お
け
る
立
場
ご
と
に
、
発
言
数
と
投
票
数
を

カ
ウ
ン
ト
す
る）1
（

。
次
に
、
公
約
で
態
度
を
明
示
し
た
政
策
項
目
に
つ
い
て
、
公
約
と
一
貫
し
て
い
る
発
言
方
向
・
投
票
方
向
を
確
認

す
る
。
最
後
に
、
各
政
策
項
目
に
お
け
る
公
約
と
一
貫
し
た
発
言
数
あ
る
い
は
投
票
数
の
み
を
、
全
政
策
項
目
に
つ
い
て
足
し
合
わ

せ
る
。
つ
ま
り
、
公
約
・
発
言
一
致
度
と
は
、
公
約
で
示
し
た
方
向
と
一
貫
し
た
内
容
の
発
言
を
行
っ
た
回
数
を
、
全
政
策
項
目
に

つ
い
て
合
計
し
た
値
で
あ
り
、
同
様
に
、
公
約
・
投
票
一
致
度
と
は
、
公
約
で
示
し
た
方
向
と
一
貫
［
対
立
］
し
た
内
容
の
法
案
に

賛
成
票
［
反
対
票
］
を
投
じ
た
回
数
を
、
全
政
策
項
目
に
つ
い
て
合
計
し
た
値
で
あ
る）2
（

。
以
下
の
分
析
に
お
い
て
は
、
全
政
策
項
目

に
つ
い
て
の
合
計
だ
け
で
な
く
、
全
予
算
項
目
と
全
賛
否
項
目
を
分
け
た
合
計
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。

　

な
お
、
一
致
度
指
標
は
カ
ウ
ン
ト
デ
ー
タ
で
あ
り
、
Ｏ
Ｌ
Ｓ
に
よ
る
推
計
は
バ
イ
ア
ス
を
伴
う
た
め
、
カ
ウ
ン
ト
変
数
を
従
属
変

数
と
す
る
推
計
方
法
を
選
択
し
た
。
特
に
、
本
稿
の
デ
ー
タ
に
は
過
分
散
（overdispersion

）
が
確
認
で
き
る
た
め
、
ポ
ワ
ソ
ン
回

帰
で
は
な
く
負
二
項
回
帰
モ
デ
ル
（negative binom

ial regression m
odel

）
を
用
い
る）3
（

。

　

以
下
で
は
、
ま
ず
一
致
度
の
分
布
を
確
認
し
、
次
に
一
致
度
の
規
定
要
因
を
分
析
す
る
。
規
定
要
因
分
析
に
お
い
て
特
に
焦
点
と

な
る
の
は
、
所
属
政
党
が
ど
れ
だ
け
拘
束
的
で
あ
る
か
、
議
員
の
属
性
や
経
歴
は
一
致
度
に
関
連
し
て
い
る
か
、
ま
た
、
選
挙
に
お

け
る
脆
弱
性
や
、
現
在
ま
た
は
将
来
の
キ
ャ
リ
ア
に
つ
い
て
の
配
慮
は
、
一
致
度
を
高
め
る
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
規
定

要
因
の
影
響
は
、
両
国
・
両
院
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
異
な
り
、
そ
の
要
因
は
何
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
分
布
の
確
認
に
入
る
前
に
、

デ
ー
タ
の
出
典
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
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日
本
の
デ
ー
タ

　

日
本
の
国
会
議
員
の
議
会
活
動
、
す
な
わ
ち
、
国
会
で
の
発
言
、
お
よ
び
、
国
会
で
の
法
案

へ
の
投
票
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
、
国
会
議
事
録
よ
り
収
集
し
た
。
衆
議
院
に
つ
い
て
は
二
〇
〇

五
年
九
月
か
ら
二
〇
一
一
年
一
二
月
ま
で
、
参
議
院
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
七
年
八
月
か
ら
二
〇

一
一
年
一
二
月
ま
で
の
国
会
議
事
録
を
分
析
対
象
と
し
、
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム

（http://kokkai.ndl.go.jp/

）
よ
り
収
集
し
た
。
ま
た
、
議
事
録
収
集
の
対
象
は
、
本
会
議
お

よ
び
各
委
員
会
と
し
た）（
（

。

　

選
挙
公
約
は
二
〇
〇
四
年
と
二
〇
〇
七
年
、
二
〇
一
〇
年
の
参
議
院
選
挙
、
そ
し
て
、
二
〇

〇
五
年
と
二
〇
〇
九
年
の
衆
議
院
選
挙
と
が
対
象
で
あ
り
、
他
方
、
国
会
議
事
録
の
対
象
は
衆

議
院
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
一
一
年
ま
で
、
参
議
院
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
七
年
か

ら
二
〇
一
一
年
ま
で
で
あ
る
た
め
、
衆
議
院
・
参
議
院
の
両
選
挙
と
組
合
せ
る
と
、
分
析
対
象

は
以
下
の
四
つ
の
期
間
に
分
け
ら
れ
る
（
図
１
）。
ま
ず
、
衆
議
院
選
挙
は
、
①
二
〇
〇
五
年

衆
議
院
選
挙
と
二
〇
〇
五
年
九
月
～
二
〇
〇
九
年
七
月
国
会
（
第
一
六
三
回
：
特
別
会
～
第
一
七

一
回
：
常
会
）、
②
二
〇
〇
九
年
衆
議
院
選
挙
と
二
〇
〇
九
年
九
月
～
二
〇
一
一
年
一
二
月
国

会
（
第
一
七
二
回
：
特
別
会
～
第
一
七
九
回
：
臨
時
会
）
で
あ
る
。
次
に
、
参
議
院
選
挙
は
、
③

二
〇
〇
四
年
・
二
〇
〇
七
年
参
議
院
選
挙
と
二
〇
〇
七
年
八
月
～
二
〇
一
〇
年
六
月
国
会
（
第

一
六
七
回
：
臨
時
会
～
第
一
七
四
回
：
常
会
）、
④
二
〇
〇
七
年
・
二
〇
一
〇
年
参
議
院
選
挙
と

二
〇
一
〇
年
七
月
～
二
〇
一
一
年
一
二
月
国
会
（
第
一
七
五
回
：
臨
時
会
～
第
一
七
九
回
：
臨
時

会
）
で
あ
る）5
（

。
な
お
、
分
析
の
単
位
は
各
選
挙
に
お
け
る
選
挙
区
（
小
選
挙
区
）
で
の
当
選
者

（註） 網かけ部分が収集した国会データの範囲。括弧は選挙の投票日。

図 1　日本のデータ範囲

2004年

衆

参

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

国会回次

2005衆院選（2005/9/11）～

2004参院選（2005/9/11）～ 2010年参院選（2010/7/11）～

2007 年参院選（2007/7/29）～

2009年衆院選（2009/8/30）～
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で
、
衆
議
院
選
挙
は
三
〇
〇
人
、
参
議
院
選
挙
は
一
四
六
人
で
あ
る）6
（

。

米
国
の
デ
ー
タ

　

議
会
で
の
発
言
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
際
に
は
、
政
府
印
刷
局
（Governm

ent Printing O
ffi

ce

）
の
連
邦
デ
ジ
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム

（Federal D
igital System

, http://w
w

w
.gpo.gov/fdsys

）
に
お
け
る
議
事
録
（Congressional Record

）
を
参
照
し
た）7
（

。
ま
た
、

投
票
行
動
の
デ
ー
タ
はK

eith Poole

ら
に
よ
る
投
票
行
動
記
録
サ
イ
ト
（http://voteview

.com

）
か
ら
入
手
し
た
。
い
ず
れ
も

分
析
対
象
と
な
る
の
は
、
公
約
デ
ー
タ
を
収
集
し
た
二
〇
〇
四
年
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
議
員
か
ら
成
る
第
一
〇
九
議
会
（
二
〇

〇
五
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
）
で
あ
る
。

　

米
国
議
会
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
法
案
数
の
多
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
法
案
数
が
多
い
の
は
、
議
員
が
提
出
し
た
法
案
に
つ
い

て
、
修
正
案
と
い
う
形
で
何
本
も
法
案
が
提
出
さ
れ
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
政
策
に
直
接
関
係
し
な
い
手
続
き
的
・
儀
礼
的
な
法

案
が
多
い
た
め
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
分
析
対
象
と
な
る
法
案
は
、
政
策
項
目
の
い
ず
れ
か
に
関
連
し
、
か
つ
、
増
減
ま
た
は

賛
否
の
態
度
と
明
確
に
関
連
し
て
い
る
も
の
だ
け
に
限
ら
れ
る
た
め
、
関
連
法
案
数
が
日
本
よ
り
と
り
わ
け
多
く
な
っ
て
は
い
な
い
。

本
稿
で
分
析
対
象
と
な
る
明
示
的
態
度
を
問
う
政
策
項
目
関
連
法
案
は
、
第
一
〇
九
議
会
会
期
中
に
お
い
て
、
法
案
全
体
の
中
で
下

院
で
は
一
八
・
六
％
、
上
院
で
は
三
〇
・
七
％
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い）8
（

。

２　

日
本
の
選
挙
公
約
：
衆
議
院
と
参
議
院

　

２
・
１　

公
約
と
発
言
の
一
致
度

　

ま
ず
、
日
本
の
公
約
と
発
言
と
の
一
致
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
先
述
の
一
致
度
の
算
出
方
法
に
し
た
が
っ
て
公
約
・
発
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言
一
致
度
を
算
出
し
、
図
示
し
た
（
図
２
か
ら
図
４
）。
な
お
、
発
言
に
つ
い
て
は
、
本
会
議
に
お
け
る
発
言
と
各
委
員
会
に
お
け
る

発
言
と
が
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
致
度
の
作
成
お
よ
び
図
示
に
あ
た
っ
て
は
、
本
会
議
の
発
言
の
み
算
出
し
た
も
の
と
、
本

会
議
と
各
委
員
会
で
の
発
言
を
合
わ
せ
た
も
の
と
を
用
い
て
い
る）9
（

。
ま
た
、
図
表
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
一
致
度
が
カ
ウ
ン
ト

デ
ー
タ
で
あ
る
た
め
０
の
割
合
が
大
き
く
、
一
致
の
程
度
が
上
が
る
に
つ
れ
て
各
得
点
の
割
合
は
極
め
て
小
さ
く
な
る
こ
と
か
ら
、

０
以
外
の
値
を
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
、
各
得
点
の
全
体
に
占
め
る
割
合
で
表
示
し
て
い
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
一
致
度
の
分
布
に
つ
い
て
時
系
列
に
沿
っ
て
確
認
し
て
い
く
。
期
間
の
重
複
は
あ
る
が
、
国
会
の
期
間
を
基
準
と
し

て
、
二
〇
〇
五
年
衆
議
院
選
挙
と
二
〇
〇
五
年
九
月
～
二
〇
〇
九
年
七
月
国
会
（
以
下
、
〇
五
︱
〇
九
年
）、
二
〇
〇
四
年
・
二
〇
〇

七
年
参
議
院
選
挙
と
二
〇
〇
七
年
八
月
～
二
〇
一
〇
年
六
月
国
会
（
以
下
、
〇
七
︱
一
〇
年
）、
二
〇
〇
九
年
衆
議
院
選
挙
と
二
〇
〇

九
年
九
月
～
二
〇
一
一
年
一
一
月
国
会
（
以
下
、
〇
九
︱
一
一
年
）、
二
〇
〇
七
年
・
二
〇
一
〇
年
参
議
院
選
挙
と
二
〇
一
〇
年
七
月

～
二
〇
一
一
年
一
一
月
国
会
（
以
下
、
一
〇
︱
一
一
年
）
の
順
に
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

全
体
を
通
し
て
み
る
と
、
全
項
目
、
す
な
わ
ち
、
予
算
項
目
と
賛
否
項
目
の
合
計
で
は
、
〇
五
︱
〇
九
年
の
衆
院
選
の
み
100
点
を

超
え
る
値
が
確
認
で
き
る
が
、
０
が
最
頻
値
で
値
が
大
き
く
な
る
に
し
た
が
っ
て
そ
の
割
合
が
低
下
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、

い
ず
れ
の
期
間
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
分
布
と
な
っ
て
い
る
（
図
２
）。
予
算
項
目
に
つ
い
て
も
、
全
項
目
の
一
致
度
と
類
似
し
た
分

布
が
確
認
で
き
る
（
図
３
）。
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
賛
否
項
目
自
体
の
一
致
度
の
値
が
小
さ
い
た
め
で
、
し
た
が
っ
て
、
全

項
目
と
予
算
項
目
と
で
大
き
な
違
い
が
み
ら
れ
な
い
。
賛
否
項
目
で
は
、
い
ず
れ
の
期
間
も
賛
否
項
目
に
か
か
る
発
言
数
が
少
な
い
。

そ
の
た
め
、
一
致
度
の
分
散
が
極
め
て
小
さ
く
、
ほ
と
ん
ど
が
０
も
し
く
は
、
１
か
ら
２
の
値
と
な
っ
て
い
る
（
図
４
）。

　

以
上
の
分
布
に
つ
い
て
、
本
会
議
、
お
よ
び
、
本
会
議
と
委
員
会
の
合
計
と
で
比
較
す
る
と
、
全
項
目
お
よ
び
予
算
項
目
に
つ
い

て
は
、
い
ず
れ
の
分
布
も
本
会
議
と
各
委
員
会
の
合
計
の
方
が
分
布
の
裾
が
長
く
、
分
散
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
各
委

員
会
で
の
発
言
を
加
え
る
こ
と
で
、
分
析
対
象
と
な
る
発
言
数
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
先
述
の
と
お
り
、
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賛
否
項
目
に
お
い
て
は
、
そ
の
発
言
数
自
体
の
少
な
さ
か
ら
両
者
の
明
確
な
差
異
は
確
認
で
き
な
い
。

　

次
に
、
公
約
・
発
言
一
致
度
の
分
布
を
政
党
別
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
政
党
別
の
集
計
に
あ
た
っ
て
は
、
本
会
議

と
各
委
員
会
で
の
発
言
を
合
わ
せ
た
も
の
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
会
議
の
発
言
の
み
を
用
い
る
と
値
の
分
散
が
小
さ
く
、
政

党
間
の
差
異
を
確
認
で
き
な
く
な
る
た
め
で
あ
る
。

　

全
項
目
と
予
算
項
目
に
つ
い
て
時
系
列
で
み
る
と
、
自
民
党
と
民
主
党
と
の
間
で
、
特
に
次
の
よ
う
な
違
い
が
確
認
で
き
る）（（
（

。
ま

ず
、
〇
五
︱
〇
九
年
で
は
自
民
、
民
主
両
党
の
最
頻
値
が
い
ず
れ
も
０
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
が
、
自
民
党
が
七
〇
％
程

度
で
あ
る
の
に
対
し
、
民
主
党
は
四
〇
％
程
度
で
あ
る
。
ま
た
、
分
布
の
裾
は
民
主
党
の
方
が
長
く
、
民
主
党
の
一
致
度
が
自
民
党

の
そ
れ
を
上
回
っ
て
い
る
。
次
に
、
〇
七
︱
一
〇
年
で
は
、
両
政
党
間
の
違
い
は
幾
分
小
さ
く
な
る
も
の
の
、
や
は
り
民
主
党
の
分

布
で
裾
が
長
く
、
民
主
党
が
自
民
党
を
上
回
っ
て
い
る
。
両
期
間
に
は
衆
議
院
と
参
議
院
と
い
う
違
い
、
ま
た
、
そ
う
し
た
違
い
に

基
づ
く
議
員
数
の
違
い
も
当
然
存
在
す
る
が
、
そ
の
分
布
の
形
状
は
極
め
て
似
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
〇
九
︱
一
一
年
か
ら
政
党
間
の
違
い
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
〇
九
︱
一
一
年
に
お
い
て
も
、
自
民
党
・
民
主

党
の
い
ず
れ
も
最
頻
値
が
０
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
が
、
そ
の
割
合
は
民
主
党
が
自
民
党
よ
り
も
高
い
。
ま
た
、
自
民
党

の
分
布
で
裾
が
長
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
僅
か
で
は
あ
る
が
自
民
党
の
一
致
度
が
民
主
党
を
上
回
り
、
自
民
党
と
民
主
党
と
が

逆
転
し
た
結
果
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
一
〇
︱
一
一
年
で
も
、
〇
九
︱
一
一
年
と
同
様
の
分
布
と
な
り
、
最
頻
値
で
は
民
主
党
が
自

民
党
よ
り
も
高
く
、
ま
た
、
自
民
党
で
分
布
の
裾
が
長
く
な
っ
て
お
り
、
自
民
党
の
一
致
度
が
民
主
党
を
上
回
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
時
系
列
で
み
る
と
、
政
権
交
代
前
後
で
の
変
化
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
政
権
交
代
以
前
は
民
主
党

の
方
が
一
致
度
は
高
か
っ
た
が
、
政
権
交
代
以
後
は
そ
の
一
致
度
の
程
度
が
下
が
り
、
自
民
党
と
の
明
確
な
差
は
減
少
し
、
さ
ら
に

は
、
僅
か
で
は
あ
る
が
自
民
党
の
一
致
度
を
下
回
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
政
権
交
代
を
境
に
し
た
一
致
度
の
変
化
は
、

公
約
・
発
言
一
致
度
が
与
党
で
あ
る
の
か
野
党
で
あ
る
の
か
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
得
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
一
致
度
は
野
党
が
高
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く
与
党
が
低
い
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
野
党
は
与
党
の
政
策
を
国
会
で
追
及
す
る
こ
と
な
ど
を
通
し
て
、
公
約
と
発
言
と
の
一

貫
し
た
言
動
を
増
加
さ
せ
や
す
い
が
、
与
党
は
そ
う
し
た
言
動
の
一
致
は
と
り
に
く
い
。
ま
た
、
与
党
は
野
党
と
比
較
し
て
、
メ

デ
ィ
ア
に
よ
る
批
判
や
失
言
の
リ
ス
ク
に
よ
り
晒
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
現
実
的
な
予
算
規
模
に
直
面
す
る
こ
と
で
、
国
会
で
の
発

言
に
お
い
て
公
約
と
一
貫
し
た
言
動
を
と
り
に
く
く
な
る
こ
と
な
ど
が
背
景
に
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

　

な
お
、
衆
議
院
と
参
議
院
と
で
は
明
確
な
違
い
は
み
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
議
院
に
お
け
る
第
一
党
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
基

づ
く
変
化
も
確
認
で
き
な
い
。
本
稿
の
分
析
対
象
期
間
に
は
二
〇
〇
九
年
の
政
権
交
代
の
ほ
か
に
、
そ
の
前
後
に
「
ね
じ
れ
国
会
」

の
状
態
を
含
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
政
権
交
代
以
前
に
お
い
て
二
〇
〇
七
年
以
降
は
参
議
院
で
の
第
一
党
は
民
主
党
で
あ
り
、
政
権

交
代
以
後
に
お
い
て
は
二
〇
一
〇
年
以
降
、
参
議
院
で
の
第
一
党
は
自
民
党
で
あ
っ
た
。
議
院
に
お
け
る
第
一
党
で
あ
る
こ
と
が
一

致
度
を
減
少
さ
せ
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
民
主
党
は
参
議
院
第
一
党
か
ら
転
落
し
た
一
〇
︱
一
一
年
に
お
い
て
再
び
一
致
度
が
増
す
は

ず
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
一
致
度
の
増
加
は
確
認
で
き
な
い
。

　

公
約
・
発
言
一
致
度
の
分
布
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
に
確
認
す
る
た
め
、
政
策
項
目
別
の
一
致
度
に
つ
い
て
も
確
認
を
行
っ
た
。

各
政
策
領
域
に
お
け
る
公
約
・
発
言
一
致
度
の
平
均
値
の
分
布
を
み
る
と
、
各
年
度
で
そ
の
分
布
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
（
図
５
）。
そ
も
そ
も
公
約
へ
の
言
及
自
体
が
各
年
度
で
変
化
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
約
と
発
言
の
一
致
度
に

お
い
て
も
そ
う
し
た
変
化
が
存
在
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
社
会
福
祉
や
教
育
労
働
、
農
林
水
産

で
の
一
致
度
の
平
均
値
は
高
く
、
有
権
者
の
興
味
を
惹
く
公
約
の
項
目
と
整
合
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う）（（
（

。
政
党
別
に
み
る
と
、
政
権

交
代
前
後
の
変
化
が
特
徴
的
で
あ
る
。
政
権
交
代
以
前
は
、
自
民
党
と
民
主
党
と
で
一
致
度
の
高
い
項
目
は
類
似
し
て
い
る
も
の
の
、

民
主
党
の
平
均
値
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
権
交
代
後
の
〇
九
︱
一
一
年
お
よ
び
一
〇
︱
一
一
年
で
は
、
民
主
党

の
一
致
度
が
い
ず
れ
の
項
目
も
低
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
顕
著
で
あ
る
の
は
社
会
福
祉
と
農
林
水
産
の
項
目
で
、
政

権
交
代
前
の
〇
五
︱
〇
九
年
で
は
、
社
会
福
祉
の
一
致
度
平
均
は
民
主
党
が
〇
・
七
五
で
あ
る
の
に
対
し
、
自
民
党
は
〇
・
〇
六
、
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5　
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農
林
水
産
で
は
民
主
党
が
〇
・
七
七
、
自
民
党
が
〇
・
〇
二
と
い
ず
れ
も
民
主
党
の
一
致
度
が
高
い
。
〇
七
︱
一
〇
年
で
も
社
会
福

祉
で
は
、
民
主
党
が
〇
・
六
三
、
自
民
党
が
〇
・
〇
五
、
農
林
水
産
で
は
民
主
党
が
一
・
二
八
、
自
民
党
は
〇
・
二
三
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
政
権
交
代
後
の
〇
九
︱
一
一
年
で
は
、
社
会
福
祉
は
民
主
党
が
〇
・
〇
八
、
自
民
党
が
〇
・
二
七
、
農
林
水
産
は
、
民
主

党
が
〇
・
〇
四
、
自
民
党
が
〇
・
四
二
、
ま
た
、
一
〇
︱
一
一
年
で
は
社
会
福
祉
で
民
主
党
が
〇
・
二
二
、
自
民
党
が
〇
・
三
一
、

農
林
水
産
で
民
主
党
が
〇
・
〇
七
、
自
民
党
が
〇
・
八
二
と
、
政
権
交
代
を
経
て
両
党
の
一
致
度
は
逆
転
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
民
主
党
は
政
権
交
代
以
前
に
お
い
て
は
、
公
約
と
発
言
と
の
一
致
に
基
づ
い
て
勢
い
を
増
し
政
権
交
代
を
実

現
し
た
が
、
政
権
交
代
に
よ
っ
て
与
党
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
公
約
と
発
言
の
一
致
を
失
っ
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

２
・
２　

公
約
と
投
票
の
一
致
度

　

次
に
、
公
約
と
投
票
と
の
一
致
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
先
述
の
一
致
度
の
算
出
方
法
に
し
た
が
っ
て
、
公
約
・
投
票
一

致
度
を
算
出
し
図
示
し
た
（
図
６
か
ら
図
８
）。
な
お
、
法
案
へ
の
投
票
の
デ
ー
タ
は
本
会
議
の
み
が
分
析
対
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

一
致
度
の
作
成
に
つ
い
て
も
、
本
会
議
の
も
の
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
図
表
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
公
約
・
発
言
一
致
度

と
同
様
に
０
以
外
の
値
を
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
、
各
得
点
の
全
体
に
占
め
る
割
合
で
表
示
し
て
い
る
。

　

全
体
を
通
し
て
み
る
と
、
最
頻
値
は
期
間
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
致
度
が
公
約
と
投
票
と
の
一
致
に
基
づ
い
て

算
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
値
が
期
間
内
の
法
案
数
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
公
約
・
発
言
一
致
度
に
比
べ
、

全
体
的
に
一
致
度
の
得
点
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
発
言
は
発
言
者
に
限
ら
れ
る
の
に
対
し
、
法
案
へ
の
投
票
は
そ
の
機
会
が
全

議
員
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

全
体
の
分
布
に
つ
い
て
の
時
系
列
的
な
比
較
で
は
、
全
項
目
、
予
算
項
目
、
賛
否
項
目
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
明
確
な
変
化
は
確

認
で
き
な
い
。
他
方
、
衆
議
院
と
参
議
院
と
で
比
較
す
る
と
、
特
に
全
項
目
と
予
算
項
目
で
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
分
布
の
裾
が
長
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く
、
よ
り
広
い
分
布
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
法
案
数
の
違
い
お
よ
び
、
議
員
の
数
の
違
い
に
よ
る
分
散
の
違
い
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

政
党
別
で
は
、
法
案
の
数
が
各
年
度
で
異
な
る
こ
と
か
ら
、
一
致
度
の
得
点
の
高
低
そ
の
も
の
で
は
比
較
は
難
し
い
が
、
政
党
ご

と
の
分
布
形
状
を
み
る
と
、
公
約
・
発
言
一
致
度
と
同
様
に
、
自
民
党
と
民
主
党
と
の
間
で
政
権
交
代
前
後
で
の
違
い
が
確
認
で
き

る
）
（（
（

。
ま
ず
、
全
項
目
の
分
布
で
み
る
と
、
〇
五
︱
〇
九
年
で
は
、
民
主
党
の
分
布
は
自
民
党
の
分
布
と
比
較
し
て
大
き
く
右
に
ず
れ

て
お
り
、
民
主
党
の
一
致
度
が
高
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（
図
６
）。
そ
し
て
、
〇
七
︱
一
〇
年
で
は
両
党
の
差
は
幾
分
小
さ
く

な
る
も
の
の
、
や
は
り
民
主
党
の
一
致
度
が
高
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
権
交
代
後
の
〇
九
︱
一
一
年
に
な
る
と
、
自
民
、
民
主
両

党
と
も
分
布
の
裾
が
長
く
な
り
、
両
党
の
明
確
な
差
は
確
認
で
き
な
く
な
り
、
一
〇
︱
一
一
年
に
至
っ
て
は
、
両
党
の
分
布
形
状
は

そ
れ
以
前
と
比
較
し
て
極
め
て
類
似
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
変
化
は
予
算
項
目
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る

（
図
７
）。

　

た
だ
し
、
賛
否
項
目
に
つ
い
て
は
、
政
権
交
代
以
後
、
自
民
、
民
主
両
党
の
分
布
の
差
が
縮
小
す
る
と
い
う
点
で
は
公
約
・
発
言

の
一
致
度
や
公
約
・
投
票
の
一
致
度
に
お
け
る
全
項
目
、
予
算
項
目
の
分
布
と
同
様
で
あ
る
が
、
そ
の
縮
小
の
過
程
は
異
な
り
、
縮

小
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
他
と
比
べ
て
遅
い
（
図
８
）。
自
民
党
の
分
布
は
〇
五
︱
〇
九
年
で
は
他
の
年
度
に
比
べ
て
分
布
の
裾
も
長
い

が
、
〇
七
︱
一
〇
年
以
降
は
最
頻
値
を
０
に
持
ち
、
分
散
自
体
も
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。
他
方
、
民
主
党
は
、
〇
七
︱
一
〇
年
で
分

布
の
裾
が
長
く
な
り
、
分
布
全
体
も
自
民
党
を
上
回
り
、
そ
れ
が
〇
九
︱
一
一
年
ま
で
続
く
。
そ
し
て
、
一
〇
︱
一
一
年
で
両
党
の

差
は
減
少
し
、
類
似
し
た
分
布
に
至
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
投
票
で
は
、
全
項
目
や
予
算
項
目
で
は
発
言
と
同
様
に
政
権
交
代
に

よ
る
一
致
度
の
減
少
の
影
響
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
受
け
る
が
、
賛
否
項
目
で
は
、
少
な
く
と
も
、
政
権
交
代
直
後
は
一
致
の
程
度
を
維

持
し
得
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
民
主
党
は
参
議
院
で
第
一
党
に
な
る
こ
と
で
、
賛
否
項
目
に
お
け
る
公
約
と
投

票
の
一
致
を
増
加
さ
せ
、
続
く
衆
議
院
選
挙
で
政
権
交
代
を
成
し
遂
げ
、
さ
ら
に
衆
議
院
に
お
い
て
当
初
公
約
で
掲
げ
た
法
案
を
成
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図
7　
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図
8　
日
本
の
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・
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票
一
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立
さ
せ
る
こ
と
で
一
致
度
を
増
大
さ
せ
た
が
、
政
権
交
代
後
の
時
間
経
過
が
公
約
と
政
策
や
法
案
と
の
歪
み
を
増
加
さ
せ
た
と
い
え

よ
う
。

　

公
約
・
投
票
一
致
度
に
つ
い
て
も
政
策
項
目
別
に
一
致
度
を
確
認
す
る
た
め
、
公
約
・
発
言
一
致
度
と
同
様
に
、
各
政
策
領
域
に

お
け
る
一
致
度
の
平
均
値
を
示
し
た
（
図
９
）。
全
体
で
は
、
各
年
度
で
分
布
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
が
、
公
約
・
発
言
一
致
度

と
同
様
に
社
会
福
祉
や
農
林
水
産
、
教
育
労
働
で
の
一
致
度
の
平
均
値
が
高
い
。
ま
た
、
公
約
・
発
言
一
致
度
で
は
あ
ま
り
高
く
な

か
っ
た
一
般
行
政
も
高
い
一
致
度
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
公
約
・
発
言
一
致
度
と
同
様
に
、
公
約
・
投
票
一
致
度
に
お
い

て
も
、
有
権
者
の
興
味
を
惹
く
公
約
項
目
に
お
い
て
一
致
度
が
高
い
こ
と
が
う
か
が
え
る）（（
（

。
〇
九
︱
一
一
年
以
降
で
は
、
国
土
環
境

が
一
致
度
を
増
し
て
い
る
点
で
公
約
・
発
言
一
致
度
と
異
な
る
。
こ
れ
は
、
東
日
本
大
震
災
以
後
の
関
連
法
の
増
加
に
よ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
国
土
環
境
に
ま
つ
わ
る
公
約
は
「
増
額
」
へ
の
言
及
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
国
土
環
境
に
関
連
す
る
震

災
関
連
法
案
に
は
予
算
増
額
を
伴
う
も
の
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
公
約
と
投
票
の
一
致
を
と
る
と
、
震
災
関
連
法
の
増
加
に
伴
い

一
致
度
も
増
加
す
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
政
党
別
に
み
る
と
、
こ
こ
で
も
政
権
交
代
前
後
で
変
化
が
確
認
で
き
る
。
特
に
、
自
民
、
民
主
両
党
の
違
い
に
着
目
す
る

と
、
社
会
福
祉
項
目
で
の
変
化
が
顕
著
で
あ
り
、
民
主
党
と
自
民
党
と
で
一
致
度
の
平
均
値
の
差
が
縮
小
し
て
い
る
。
〇
五
︱
〇
九

年
で
は
、
民
主
党
の
社
会
福
祉
の
一
致
度
平
均
は
二
〇
・
五
で
あ
る
の
に
対
し
、
自
民
党
は
六
・
六
と
両
党
間
で
差
が
大
き
く
、
民

主
党
の
一
致
度
が
高
い
。
ま
た
、
〇
七
︱
一
〇
年
で
も
民
主
党
で
一
四
・
五
、
自
民
党
で
二
・
七
と
、
同
様
の
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
〇
九
︱
一
一
年
で
は
両
者
の
差
は
縮
小
し
て
、
民
主
党
で
一
六
・
三
、
自
民
党
で
一
五
・
六
、
一
〇
︱
一
一
年
で
は
民

主
党
で
一
〇
・
七
、
自
民
党
で
八
・
四
と
、
政
権
交
代
を
経
て
民
主
党
の
一
致
度
が
相
対
的
に
低
下
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の

差
は
埋
ま
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
民
主
党
の
相
対
的
な
一
致
度
の
低
下
は
、
農
林
水
産
や
教
育
労
働
の
項
目
で
も
一
部

確
認
で
き
る
。
一
致
度
全
体
の
分
布
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
政
権
交
代
後
の
時
間
経
過
は
民
主
党
の
公
約
と
政
策
や
法
案
と
の
歪
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み
を
増
加
さ
せ
、
一
致
度
を
低
下
さ
せ
た
と
い
え
よ
う
。

　

民
主
党
が
政
権
交
代
で
野
党
か
ら
与
党
に
転
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
公
約
と
投
票
の
一
致
を
減
少
さ
せ
た
こ
と
は
、
提
示
し
た
公
約

が
実
現
不
可
能
に
陥
っ
た
と
い
う
側
面
や
、
よ
り
現
実
路
線
を
歩
む
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、

こ
う
し
た
側
面
は
野
党
で
あ
る
こ
と
が
公
約
と
国
会
活
動
と
の
間
に
過
剰
な
一
致
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。
与

野
党
間
に
み
ら
れ
る
違
い
は
、
野
党
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
案
へ
の
投
票
の
選
択
肢
が
増
え
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

野
党
は
内
閣
提
出
法
案
（
政
府
提
出
法
案
）
を
含
め
、
与
党
が
提
出
し
た
法
案
に
対
し
、
公
約
に
反
し
て
い
る
な
ら
ば
、
反
対
票
を

投
じ
る
こ
と
や
棄
権
を
選
択
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
野
党
は
公
約
と
の
不
一
致
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
点
も
、
一
致
度
が
高
く
な
る
ひ
と
つ
の
要
因
で
あ
ろ
う
。

　

２
・
３　

一
致
度
の
規
定
要
因

　

こ
れ
ま
で
、
公
約
と
国
会
に
お
け
る
発
言
、
公
約
と
国
会
に
お
け
る
投
票
と
の
一
致
の
程
度
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
こ
う
し
た

一
致
は
如
何
な
る
要
因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
規
定
要
因
を
確
認
す
る
た
め
、
公
約
・
発
言
、
公
約
・
投
票

そ
れ
ぞ
れ
の
一
致
度
を
従
属
変
数
と
す
る
分
析
を
行
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
全
項
目
、
予
算
項
目
、
賛
否
項
目
ご
と
に
分
析
を
行
っ
た
が
、

公
約
・
発
言
一
致
度
で
は
賛
否
項
目
の
分
散
は
極
め
て
低
く
、
ま
た
、
偏
り
も
激
し
い
こ
と
か
ら
推
定
が
困
難
で
あ
る
と
判
断
し
、

賛
否
項
目
を
分
析
か
ら
除
外
し
た）（（
（

。
な
お
、
各
政
策
項
目
の
一
致
度
を
従
属
変
数
と
す
る
こ
と
も
検
討
し
た
が
、
一
致
度
が
算
出
さ

れ
て
い
な
い
項
目
が
存
在
し
た
り
、
各
年
度
で
項
目
が
揃
わ
な
い
た
め
、
年
度
間
の
比
較
や
米
国
と
の
比
較
が
困
難
に
な
る
こ
と
か

ら
、
全
項
目
、
予
算
項
目
、
賛
否
項
目
の
各
合
計
を
用
い
た
。

　

独
立
変
数
は
候
補
者
の
属
性
を
中
心
に
、
性
別
（
女
性
ダ
ミ
ー
）、
年
齢
、
教
育
程
度）（（
（

、
当
選
回
数
、
新
人
ダ
ミ
ー
、
当
選
時
の
得

票
率
、
経
歴
ダ
ミ
ー
、
政
党
ダ
ミ
ー
、
公
約
言
及
項
目
数
、
発
言
回
数
を
用
い
た
。
公
約
言
及
項
目
数
と
発
言
回
数
と
を
コ
ン
ト
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ロ
ー
ル
変
数
に
入
れ
る
の
は
以
下
の
理
由
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
致
度
は
公
約
と
国
会
に
お
け
る
発
言
、
公
約
と
国
会
に
お
け
る

投
票
と
の
一
致
を
み
て
お
り
、
公
約
で
の
言
及
数
が
多
い
議
員
ほ
ど
、
ま
た
、
発
言
に
お
い
て
は
、
国
会
で
の
発
言
が
多
い
議
員
ほ

ど
一
致
度
の
程
度
が
高
く
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
影
響
を
考
慮
す
る
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
、
公
約
と
投
票
の
一
致
度
に
つ
い

て
は
、
発
言
回
数
の
影
響
は
受
け
な
い
た
め
、
公
約
と
投
票
の
一
致
度
に
関
す
る
分
析
で
は
発
言
回
数
は
独
立
変
数
か
ら
除
外
し
た）（（
（

。

そ
の
上
で
、
基
本
的
な
属
性
を
投
入
し
た
モ
デ
ル
（
Ⅰ
）、
政
党
を
加
え
た
モ
デ
ル
（
Ⅱ
）、
経
歴
を
含
む
す
べ
て
の
変
数
を
投
入
し

た
モ
デ
ル
（
Ⅲ
）
と
で
推
定
を
行
っ
た
。

　

ま
ず
、
公
約
と
発
言
の
一
致
度
の
規
定
要
因
に
つ
い
て
の
分
析
結
果
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
表
１
か
ら
表
４
）。
い
ず
れ
の
年
度

も
、
ま
た
、
ど
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
も
公
約
言
及
項
目
数
お
よ
び
発
言
回
数
で
安
定
的
な
効
果
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
、
先
述
の

と
お
り
、
公
約
・
発
言
一
致
度
が
公
約
の
言
及
数
や
発
言
回
数
に
左
右
さ
れ
得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
公
約
言
及
項
目
数
や
発
言

回
数
を
考
慮
し
て
も
効
果
を
持
つ
も
の
と
し
て
は
、
ま
ず
、
新
人
や
当
選
回
数
が
挙
げ
ら
れ
る
。
各
年
度
で
有
意
の
程
度
に
は
ば
ら

つ
き
が
あ
る
が
、
新
人
で
は
〇
五
︱
〇
九
年
で
プ
ラ
ス
の
効
果
、
当
選
回
数
で
は
、
〇
五
︱
〇
九
年
、
〇
七
︱
一
〇
年
、
〇
九
︱
一

一
年
で
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
が
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、
ベ
テ
ラ
ン
議
員
で
は
な
く
、
新
人
や
当
選
回
数
の
少
な
い
若
手
議
員
に
お
い

て
よ
り
一
致
度
が
高
く
、
公
約
に
掲
げ
た
理
念
に
従
っ
て
国
会
に
お
け
る
発
言
が
な
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
特
に
〇
七
︱
一
〇
年
で
は
得
票
率
も
プ
ラ
ス
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
得
票
率
が
効
果
を
持
つ
の
は
全
体
を
通

し
て
み
れ
ば
こ
の
期
間
だ
け
で
あ
り
、
議
員
が
選
挙
で
の
得
票
を
背
景
と
し
て
、
後
の
国
会
活
動
に
お
け
る
発
言
を
律
し
て
い
る
と

は
言
い
切
れ
な
い
。

　

経
歴
は
有
意
な
効
果
が
年
度
間
で
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
同
じ
経
歴
で
も
プ
ラ
ス
の
効
果
や
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
が
確
認

さ
れ
る
。
〇
五
︱
〇
九
年
で
は
議
員
秘
書
と
会
社
員
の
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
、
大
臣
の
プ
ラ
ス
の
効
果
、
〇
七
︱
一
〇
年
で
は
大
臣
の

マ
イ
ナ
ス
の
効
果
、
〇
九
︱
一
一
年
で
は
大
臣
の
プ
ラ
ス
の
効
果
、
そ
し
て
、
一
〇
︱
一
一
年
で
は
首
長
と
団
体
役
員
の
プ
ラ
ス
の
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性別
年齢
教育程度
当選回数
新人
得票率
経歴：国会議員
経歴：議員秘書
経歴：大臣
経歴：国家公務員
経歴：首長
経歴：地方公務員
経歴：地方議員
経歴：政党役員
経歴：団体役員
経歴：宗教団体役員
経歴：専門・技術職
経歴：会社員
自民党
民主党
公明党
共産党
社民党
公約言及項目数
発言回数
定数
α
LR χ2
Cox & Snell R2
Nagelkerke R2
N

－0.173
－0.007
0.190
0.010
0.451
0.474

0.124
0.045
－2.066
3.244
79.51
0.233
0.247
300

－0.406
0.002
0.139
－0.048
0.860
2.281

0.390
2.053
2.794
－

－21.373
0.165
0.026
－3.961
2.093
122
0.334
0.354
300

*
***

***
***

*

**
***

***
***
*
***
***

－0.786
－0.009
0.331
－0.126
0.922
2.773
－0.259
－0.724
0.696
－0.197
0.783
－0.010
0.249
－0.011
－0.281
0.716
－0.251
－0.641
0.055
1.812
2.819
－

－19.974
0.184
0.024
－3.105
1.931
137.4
0.368
0.389
300

†
*

*
†

*

*
**

***
***
†
***
***

予算項目全項目

Ⅱ ⅢI

－0.167
－0.007
0.224
－0.016
0.396
0.744

0.129
0.046
－2.351
3.652
73.05
0.216
0.231
300

*
***

***
***

－0.427
0.004
0.162
－0.108
0.824
3.025

0.480
2.372
3.241

－20.055
0.188
0.022
－4.699
2.184
120.1
0.330
0.353
300

*

**
***

***
***
**
***
***

－0.805
－0.006
0.352
－0.184
0.877
3.319
－0.194
－0.671
0.666
－0.167
0.556
－0.027
0.279
－0.014
－0.278
0.692
－0.279
－0.643
0.169
2.165
3.283

－22.246
0.203
0.021
－3.839
2.035
133.1
0.358
0.384
300

*
*
†

†

†

**
***

***
***
*
***
***

Ⅱ ⅢI

***: p<0.001 **: 0.001≦p<0.01 *: 0.01≦p<0.05 †: 0.05≦p<0.1

表 1　日本の公約と発言の一致度の規定要因（2005～2009 年：衆議院）
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ガバナンスに関する日米比較（一）

性別
年齢
教育程度
当選回数
新人
得票率
経歴：国会議員
経歴：議員秘書
経歴：大臣
経歴：国家公務員
経歴：首長
経歴：地方公務員
経歴：地方議員
経歴：政党役員
経歴：団体役員
経歴：宗教団体役員
経歴：専門・技術職
経歴：会社員
自民党
民主党
公明党
共産党
社民党
公約言及項目数
発言回数
定数
α
LR χ2
Cox & Snell R2
Nagelkerke R2
N

1.412
0.003
－0.335
－0.362
－0.593
0.022

0.129
0.016
－1.895
2.102
30.94
0.192
0.198
145

1.284
0.010
－0.384
－0.705
－0.835
0.028

0.355
1.114
2.588
－
－

0.163
0.012
－2.815
1.793
42.42
0.254
0.261
145

***

†

*
*

***
***

**

†

*

†
*

*
†
†
***
***

1.496
0.009
－0.274
－0.440
－0.698
0.028
0.059
－0.246
－2.141
－0.206
－0.511
0.699
0.442
0.342
0.065

－16.021
－0.015
－0.003
0.326
1.045
2.134
－
－

0.144
0.012
－3.740
1.570
53.67
0.309
0.318
145

**

*

*

†

*
†
*
***
***

予算項目全項目

Ⅱ ⅢI

1.464
0.001
－0.321
－0.335
－0.644
0.023

0.144
0.016
－2.050
2.272
29.96
0.187
0.192
145

***

†

*
*

***
***

1.354
0.006
－0.380
－0.709
－0.931
0.029

0.393
1.132
2.737
－
－

0.180
0.012
－2.914
1.935
41.19
0.247
0.255
145

**

†

*

†
*

**
†
†
***
***

1.546
0.006
－0.273
－0.442
－0.761
0.028
0.072
－0.212
－2.102
－0.156
－0.514
0.698
0.432
0.304
－0.042
－15.139
0.002
－0.002
0.286
1.026
2.192
－
－

0.160
0.012
－3.744
1.703
51.39
0.298
0.308
145

**

*

†

†

*
†
*
***
***

Ⅱ ⅢI

***: p<0.001 **: 0.001≦p<0.01 *: 0.01≦p<0.05 †: 0.05≦p<0.1

表 2　日本の公約と発言の一致度の規定要因（2007～2010 年：参議院）
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性別
年齢
教育程度
当選回数
新人
得票率
経歴：国会議員
経歴：議員秘書
経歴：大臣
経歴：国家公務員
経歴：首長
経歴：地方公務員
経歴：地方議員
経歴：政党役員
経歴：団体役員
経歴：宗教団体役員
経歴：専門・技術職
経歴：会社員
自民党
民主党
公明党
共産党
社民党
公約言及項目数
発言回数
定数
α
LR χ2
Cox & Snell R2
Nagelkerke R2
N

－0.051
－0.006
－0.234
－0.090
－0.116
0.519

0.125
0.063
－0.510
2.715
63.24
0.190
0.200
300

0.016
－0.006
－0.235
－0.098
－0.070
0.820

－0.418
－0.728

－
－

－3.259
0.139
0.064
－0.194
2.580
69.46
0.207
0.218
300

**
***

***
***

*
**
***

***
***

－0.140
－0.006
－0.341
－0.237
－0.250
0.234
0.300
－0.362
1.141
0.327
－0.261
－0.841
0.018
0.115
－0.012

－
0.112
0.022
－0.392
－0.240

－
－

－3.069
0.136
0.066
0.294
2.411
78.98
0.231
0.244
300

*

*

*
**
***

***
***

予算項目全項目

Ⅱ ⅢI

－0.036
－0.007
－0.232
－0.085
－0.105
0.432

0.128
0.064
－0.492
2.750
62.11
0.187
0.197
300

**
***

***
***

0.033
－0.007
－0.230
－0.093
－0.051
0.821

－0.410
－0.741

－
－

－3.329
0.144
0.064
－0.237
2.610
68.53
0.204
0.216
300

*
**
***

***
***

－0.110
－0.007
－0.327
－0.230
－0.243
0.236
0.319
－0.360
1.110
0.301
－0.254
－0.829
0.020
0.088
－0.058

－
0.060
－0.013
－0.356
－0.235

－
－

－3.076
0.140
0.066
0.277
2.442
77.56
0.228
0.241
300

*

*

*
**
***

***
***

Ⅱ ⅢI

***: p<0.001 **: 0.001≦p<0.01 *: 0.01≦p<0.05 †: 0.05≦p<0.1

表 3　日本の公約と発言の一致度の規定要因（2009～2011 年：衆議院）
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ガバナンスに関する日米比較（一）

性別
年齢
教育程度
当選回数
新人
得票率
経歴：国会議員
経歴：議員秘書
経歴：大臣
経歴：国家公務員
経歴：首長
経歴：地方公務員
経歴：地方議員
経歴：政党役員
経歴：団体役員
経歴：宗教団体役員
経歴：専門・技術職
経歴：会社員
自民党
民主党
公明党
共産党
社民党
公約言及項目数
発言回数
定数
α
LR χ2
Cox & Snell R2
Nagelkerke R2
N

0.187
－0.001
－0.423
0.255
0.336
0.720

0.185
0.076
－1.385
2.476
24.22
0.153
0.160
146

0.500
－0.005
－0.460
0.301
0.382
0.620

1.691
0.966
1.618
－
－

0.165
0.072
－2.625
2.156
32.49
0.200
0.209
146

*
***

***
***

*

*
***

***
***

0.713
0.006
－0.324
－0.315
－0.081
1.097
0.618
－0.448
0.355
－0.172
2.255
1.065
－0.309
0.283
0.844

－16.375
0.065
0.323
1.232
0.542
2.178
－
－

0.119
0.056
－3.201
1.609
49.03
0.285
0.299
146

**

†

†

*

**

***
**

予算項目全項目

Ⅱ ⅢI

0.174
－0.001
－0.426
0.261
0.352
0.766

0.184
0.076
－1.389
2.596
23.02
0.146
0.153
146

*
***

***
**

0.496
－0.004
－0.463
0.313
0.409
0.698

1.743
1.011
1.679
－
－

0.161
0.071
－2.697
2.252
31.26
0.193
0.202
146

*

*
***

***
**

0.680
0.008
－0.326
－0.329
－0.074
1.303
0.562
－0.507
0.451
－0.199
2.308
1.079
－0.322
0.279
0.850

－15.166
0.117
0.370
1.360
0.649
2.429
－
－

0.113
0.053
－3.404
1.678
47.92
0.280
0.294
146

**

†

†

*

**

***
**

Ⅱ ⅢI

***: p<0.001 **: 0.001≦p<0.01 *: 0.01≦p<0.05 †: 0.05≦p<0.1

表 4　日本の公約と発言の一致度の規定要因（2010～2011 年：参議院）
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効
果
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
ば
ら
つ
き
の
理
由
と
し
て
は
、
特
定
の
個
人
の
一
致
度
の
高
さ
に
左
右
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
で
あ
ろ
う
。

　

政
党
の
効
果
は
、
〇
五
︱
〇
九
年
で
民
主
党
と
公
明
党
の
プ
ラ
ス
の
効
果
、
〇
七
︱
一
〇
年
で
公
明
党
の
プ
ラ
ス
の
効
果
、
そ
し

て
、
〇
九
︱
一
一
年
は
社
民
党
の
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
、
一
〇
︱
一
一
年
で
自
民
党
と
公
明
党
の
プ
ラ
ス
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
。
自

民
・
民
主
両
党
の
効
果
に
着
目
す
れ
ば
、
政
権
交
代
以
前
は
民
主
党
の
プ
ラ
ス
の
効
果
、
政
権
交
代
以
後
は
自
民
党
の
プ
ラ
ス
の
効

果
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
、
野
党
で
あ
る
こ
と
が
一
致
度
を
高
め
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
い
ず
れ
の
年
度
も
全
項
目

と
予
算
項
目
と
で
は
顕
著
な
差
は
確
認
で
き
な
い
が
、
こ
れ
は
、
先
述
の
と
お
り
、
そ
も
そ
も
両
一
致
度
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
補
足
的
な
分
析
と
し
て
、
次
回
出
馬
を
独
立
変
数
に
加
え
た
分
析
を
行
っ
た
（
表
５
お
よ
び
表
６
）。
次
回
出
馬
の
意
図

が
あ
る
議
員
ほ
ど
、
次
回
選
挙
で
の
得
票
に
配
慮
し
て
国
会
で
の
言
動
に
注
意
を
払
い
、
自
ら
の
言
動
を
公
約
に
一
致
さ
せ
る
可
能

性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る）（（
（

。
結
果
を
み
る
と
、
次
回
出
馬
の
効
果
は
全
項
目
、
予
算
項
目
と
も
に
〇
五
︱
〇
九
年
に
お
け
る
モ
デ
ル

Ⅰ
に
お
い
て
一
〇
％
基
準
で
有
意
と
な
る
の
み
で
、
安
定
し
た
結
果
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
逆
に
い
え
ば
次
回
出
馬
の
意

図
は
国
会
内
で
の
発
言
を
拘
束
し
な
い
と
い
う
結
果
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
も
得
票
率
は
効
い
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

必
ず
し
も
選
挙
で
の
得
票
や
当
落
は
公
約
・
投
票
一
致
度
と
関
連
が
な
い
。

　

他
方
、
新
人
や
当
選
回
数
の
低
さ
は
効
果
を
持
っ
て
お
り
、
〇
五
︱
〇
九
年
で
は
新
人
の
プ
ラ
ス
の
効
果
、
〇
七
︱
一
〇
年
で
は

当
選
回
数
の
マ
イ
ナ
ス
の
安
定
的
な
効
果
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
選
回
数
を
重
ね
た
ベ
テ
ラ
ン
議
員
ほ
ど
、
公
約
と
国

会
で
の
発
言
の
一
致
が
次
回
選
挙
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
を
経
験
的
に
知
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
同
時
に
、
こ

れ
は
選
挙
の
強
さ
を
表
し
て
い
る
も
の
と
も
い
え
る
。
つ
ま
り
、
当
選
回
数
を
重
ね
た
議
員
は
、
新
人
や
当
選
回
数
の
少
な
い
議
員

に
比
べ
れ
ば
、
次
回
の
選
挙
で
の
得
票
や
当
選
確
率
は
相
対
的
に
高
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
り
に
公
約
と
国
会
で
の
発
言
と
が
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ガバナンスに関する日米比較（一）

性別
年齢
教育程度
当選回数
新人
得票率
経歴：国会議員
経歴：議員秘書
経歴：大臣
経歴：国家公務員
経歴：首長
経歴：地方公務員
経歴：地方議員
経歴：政党役員
経歴：団体役員
経歴：宗教団体役員
経歴：専門・技術職
経歴：会社員
自民党
民主党
公明党
共産党
社民党
公約言及項目数
発言回数
次回出馬
定数
α
LR χ2
Cox & Snell R2
Nagelkerke R2
N

－0.202
－0.008
0.109
0.012
0.450
0.093

0.127
0.042
0.934
－2.386
3.168
82.66
0.241
0.255
300

－0.409
0.002
0.089
－0.044
0.866
2.038

0.428
2.051
2.792
－

－21.183
0.166
0.025
0.670
－4.319
2.07
123.9
0.338
0.358
300

*
***
†

***
***

*

**
***

***
***

*
***
***

－0.808
－0.010
0.280
－0.119
0.916
2.352
－0.288
－0.690
0.707
－0.187
0.769
－0.033
0.314
－0.016
－0.284
0.722
－0.278
－0.657
0.100
1.810
2.852
－

－20.054
0.184
0.023
0.804
－3.485
1.893
139.9
0.373
0.395
300

*

†
†

*

*
**

***
***

†
***
***

予算項目全項目

Ⅱ ⅢI

－0.205
－0.009
0.164
－0.012
0.407
0.298

0.133
0.043
0.982
－2.702
3.57
76.09
0.224
0.240
300

*
***
†

***
***

－0.435
0.003
0.127
－0.103
0.837
2.773

0.516
2.366
3.232
－

－23.721
0.189
0.022
0.691
－5.099
2.163
121.8
0.334
0.357
300

*

**

***
***

**
***
***

－0.839
－0.007
0.316
－0.178
0.871
2.838
－0.239
－0.641
0.686
－0.166
0.447
－0.056
0.347
－0.027
－0.287
0.666
－0.316
－0.665
0.208
2.157
3.326
－

－22.326
0.204
0.020
0.854
－4.243
1.992
135.5
0.363
0.389
300

*
*

†

†

**
***

***
***

*

***

Ⅱ ⅢI

***: p<0.001 **: 0.001≦p<0.01 *: 0.01≦p<0.05 †: 0.05≦p<0.1

表5　日本の公約と発言の一致度の規定要因 : 次回出馬（2005～2009 年：衆議院）
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性別
年齢
教育程度
当選回数
新人
得票率
経歴：国会議員
経歴：議員秘書
経歴：大臣
経歴：国家公務員
経歴：首長
経歴：地方公務員
経歴：地方議員
経歴：政党役員
経歴：団体役員
経歴：宗教団体役員
経歴：専門・技術職
経歴：会社員
自民党
民主党
公明党
共産党
社民党
公約言及項目数
発言回数
次回出馬
定数
α
LR χ2
Cox & Snell R2
Nagelkerke R2
N

2.449
0.035
0.101
－1.835
－1.964
0.019

0.204
0.013
0.575
－5.656
2.661
18.8
0.227
0.240
73

2.467
0.059
0.425
－2.135
－2.156
0.025

－0.978
－0.056
0.388
－
－

0.224
0.004
0.783
－7.588
2.462
21.16
0.252
0.266
73

**

*
†

†

***
*

*

*
†

†

*
***
*

3.419
0.064
0.824
－2.708
－3.109
0.028
1.097
－0.320
－0.202
－3.297
－0.678
0.767
0.602
0.492
－0.198
－14.683
－0.507
－0.261
－0.601
－0.491
0.610
－
－

0.166
0.003
0.565
－8.795
1.249
41.69
0.435
0.459
73

**

**
*

**

*
***
*

予算項目全項目

Ⅱ ⅢI

2.441
0.031
0.119
－1.816
－1.960
0.017

0.211
0.012
0.555
－5.506
2.647
18.68
0.226
0.239
73

**

*
†

†

***
*

2.452
0.054
0.423
－2.105
－2.138
0.025

－0.888
0.011
0.464
－
－

0.230
0.004
0.748
－7.409
2.458
20.93
0.249
0.263
73

*

*
†

†

†
***
†

3.408
0.060
0.832
－2.697
－3.106
0.026
1.125
－0.334
－0.132
－3.316
－0.674
0.791
0.602
0.487
－0.268
－14.031
－0.542
－0.266
－0.563
－0.479
0.612
－
－

0.168
0.002
0.528
－8.464
1.241
41.6
0.434
0.459
73

**

**
*

**

*
***
*

Ⅱ ⅢI

***: p<0.001 **: 0.001≦p<0.01 *: 0.01≦p<0.05 †: 0.05≦p<0.1

表 6　日本の公約と発言の一致度の規定要因 : 次回出馬（2007～2010年：参議院）
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ガバナンスに関する日米比較（一）

一
致
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
次
回
選
挙
で
の
当
落
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
議
員
は
次
回
選
挙
で
の
当

選
を
目
標
と
し
て
、
国
会
の
発
言
に
お
い
て
公
約
と
一
致
し
た
行
動
を
と
ら
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て

新
人
や
当
選
回
数
の
少
な
い
議
員
は
、
次
回
選
挙
で
の
当
選
が
盤
石
で
な
け
れ
ば
、
国
会
で
の
言
動
を
次
回
選
挙
で
の
強
み
に
す
る

誘
因
が
働
く
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
、
言
動
の
不
一
致
は
次
回
選
挙
で
の
落
選
を
招
き
か
ね
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
公
約
と
投
票
の
一
致
度
の
規
定
要
因
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
分
析
結
果
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
表
７
か
ら
表
10
）。
結
果

を
み
る
と
、
い
ず
れ
の
年
度
も
、
ま
た
、
い
ず
れ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
も
公
約
言
及
項
目
数
の
安
定
的
な
効
果
が
確
認
で
き
る
。
こ

れ
は
公
約
・
発
言
一
致
度
と
同
様
に
、
公
約
・
投
票
一
致
度
の
特
徴
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
一
致
度
が
公
約
の
言
及
数
に
左
右
さ
れ

得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
独
立
変
数
の
効
果
と
し
て
は
、
公
約
・
発
言
一
致
度
の
分
析
で
効
果
が
認
め
ら
れ
て
い
た
新
人
や
当
選

回
数
の
効
果
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
性
別
は
一
部
効
果
を
持
つ
が
、
必
ず
し
も
安
定
し
た
効
果
と
は
い
え
な
い
。
さ
ら
に
経
歴

に
つ
い
て
も
、
〇
七
︱
一
〇
年
で
の
大
臣
の
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
や
、
各
年
度
の
賛
否
項
目
の
一
部
で
首
長
や
国
家
公
務
員
の
マ
イ
ナ

ス
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
以
外
は
ほ
と
ん
ど
効
果
が
認
め
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
候
補
者
の
属
性
は
公
約
・
投
票
一
致
度
を
規
定
し

て
い
な
い
と
い
え
る
。

　

属
性
に
代
わ
っ
て
安
定
的
な
効
果
を
持
つ
の
は
、
政
党
の
効
果
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
〇
五
︱
〇
九
年
で
は
民
主
党
と
公
明
党
の

プ
ラ
ス
の
効
果
、
〇
七
︱
一
〇
年
で
は
自
民
党
の
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
、
〇
九
︱
一
一
年
で
は
賛
否
項
目
に
限
ら
れ
る
が
自
民
党
の
マ

イ
ナ
ス
の
効
果
、
そ
し
て
、
一
〇
︱
一
一
年
で
は
民
主
党
と
公
明
党
の
プ
ラ
ス
の
効
果
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
公
約
・
投

票
一
致
度
に
対
し
て
は
政
党
の
効
果
が
顕
著
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
国
会
で
の
投
票
に
お
け
る
党
議
拘
束
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
よ
う
。
日
本
の
国
会
で
は
、
多
く
の
政
党
で
、
ま
た
、
多
く
の
法
案
に
対
し
て
党
議
拘
束
が
か
け
ら
れ
、
違
反
者
に
は
厳
し
い
処

分
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
投
票
に
対
し
て
は
議
員
個
人
の
属
性
で
は
な
く
、
政
党
に
よ
る
効
果
が
認
め
ら
れ

る
と
い
え
る
。
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性
別

年
齢

教
育
程
度

当
選
回
数

新
人
得
票
率

経
歴
：
国
会
議
員

経
歴
：
議
員
秘
書

経
歴
：
大
臣

経
歴
：
国
家
公
務
員

経
歴
：
首
長

経
歴
：
地
方
公
務
員

経
歴
：
地
方
議
員

経
歴
：
政
党
役
員

経
歴
：
団
体
役
員

経
歴
：
宗
教
団
体
役
員

経
歴
：
専
門
・
技
術
職

経
歴
：
会
社
員

自
民
党

民
主
党

公
明
党

共
産
党

社
民
党

公
約
言
及
項
目
数

定
数

αLR
 χ

2

C
ox &

 Snell R
2

N
agelkerke R

2

N

－
0.386
－
0.003
－
0.124
－
0.021
－
0.092
－
0.565

0.169
3.762
0.790
62.1
0.187
0.187
300

－
0.307
0.005
－
0.101
－
0.035
0.146
0.391

0.264
0.836
1.205－
0.074
0.183
2.225
0.718
90.24
0.260
0.260
300

†************

*****************

－
0.330
0.003
－
0.075
－
0.044
0.161
0.336
0.070
－
0.066
0.092
0.079
－
0.151
－
0.043
0.104
－
0.112
－
0.023
－
0.182
0.000
－
0.190
0.279
0.930
1.310－
0.120
0.188
2.315
0.705
95.63
0.273
0.273
300

*****************

予
算
項
目

全
項
目

Ⅱ
Ⅲ

I
－
0.369
－
0.004
－
0.144
－
0.015
－
0.134
－
0.562

0.180
3.678
1.013
54.54
0.166
0.166
300

************

－
0.127
0.017
0.039
－
0.086
0.430
0.872
－
0.153
－
0.371
0.196
－
0.053
－
1.313
0.049
0.148
－
0.211
－
0.282
0.157
0.098
－
0.174
0.989
2.028
0.424－
3.100
0.081
－
1.263
1.299
61.37
0.185
0.185
300

－
0.297
0.003
－
0.132
－
0.030
0.088
0.344

0.218
0.747
1.246－

－
25.774
0.194
2.279
0.918
82.52
0.240
0.240
300

***************

－
0.313
0.001
－
0.098
－
0.038
0.111
0.342
0.065
－
0.059
0.078
0.084
－
0.061
－
0.080
0.099
－
0.111
－
0.001
－
0.157
－
0.016
－
0.194
0.229
0.843
1.361－

－
20.251
0.200
2.292
0.905
86.62
0.251
0.251
300

**************

*********††******

†**************

†****

Ⅱ
Ⅲ

I
－
0.263
0.011
－
0.104
－
0.075
0.132
－
0.557

0.078
1.363
1.618
11.54
0.038
0.038
300

0.030
0.022
0.089
－
0.068
0.556
1.062

0.926
1.948
0.464－
2.812
0.086
－
2.227
1.365
49.92
0.153
0.153
300

Ⅱ
Ⅲ

I
賛
否
項
目

***: p<0.001 **: 0.001≦
p<0.01 *: 0.01≦

p<0.05 †
: 0.05≦

p<0.1

表
7　
日
本
の
公
約
と
投
票
の
一
致
度
の
規
定
要
因
（
2005～

2009
年
：
衆
議
院
）
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性
別

年
齢

教
育
程
度

当
選
回
数

新
人
得
票
率

経
歴
：
国
会
議
員

経
歴
：
議
員
秘
書

経
歴
：
大
臣

経
歴
：
国
家
公
務
員

経
歴
：
首
長

経
歴
：
地
方
公
務
員

経
歴
：
地
方
議
員

経
歴
：
政
党
役
員

経
歴
：
団
体
役
員

経
歴
：
宗
教
団
体
役
員

経
歴
：
専
門
・
技
術
職

経
歴
：
会
社
員

自
民
党

民
主
党

公
明
党

共
産
党

社
民
党

公
約
言
及
項
目
数

定
数

αLR
 χ

2

C
ox &

 Snell R
2

N
agelkerke R

2

N

0.558
－
0.016
－
0.020
－
0.205
－
0.438
0.003

0.146
3.034
1.326
17.12
0.111
0.111
145

0.292
－
0.004
－
0.013
－
0.206
－
0.461
0.001

－
0.856
0.221
0.271－－
0.187
2.648
1.107
39.81
0.240
0.240
145

†*********

************

0.552
0.009
0.106
－
0.172
－
0.418
0.002
－
0.002
0.245
－
1.556
0.258
－
0.418
－
0.215
－
0.123
0.143
0.081
0.550
－
0.279
0.035
－
1.283
－
0.082
－
0.132－－
0.202
1.432
1.005
52.64
0.304
0.304
145

†**************

予
算
項
目

全
項
目

Ⅱ
Ⅲ

I
0.618
－
0.014
0.022
－
0.221
－
0.620
0.001

0.173
2.545
1.509
18.12
0.117
0.117
145

*********

0.460
－
0.020
0.040
0.469
0.930
－
0.004
0.344
－
0.013
－
1.959
－
0.058

－
17.907
0.647
0.235
0.300
0.275
－
0.271
－
0.225
0.273
－
1.589
－
0.461
－
2.661－－
0.070
1.212
1.897
45.63
0.270
0.271
145

0.354
－
0.004
－
0.005
－
0.265
－
0.719
0.001

－
0.738
0.443
0.730－－
0.239
1.985
1.232
42.22
0.253
0.253
145

††**********

0.576
0.011
0.094
－
0.206
－
0.629
0.002
－
0.009
0.354
－
1.526
0.316
－
0.335
－
0.268
－
0.178
0.100
0.050
0.821
－
0.234
0.058
－
1.139
0.225
0.408－－
0.256
0.676
1.115
54.62
0.314
0.314
145

†*************

†*****

********

††****

Ⅱ
Ⅲ

I
0.752
－
0.026
－
0.154
－
0.229
0.225
0.005

0.035
2.184
2.516
14.33
0.094
0.095
145

0.349
－
0.017
－
0.086
0.241
0.819
－
0.004

－
1.065
0.064
－
1.839－－
0.038
1.987
2.200
26.84
0.169
0.170
145

Ⅱ
Ⅲ

I
賛
否
項
目

***: p<0.001 **: 0.001≦
p<0.01 *: 0.01≦

p<0.05 †
: 0.05≦

p<0.1

表
8　
日
本
の
公
約
と
投
票
の
一
致
度
の
規
定
要
因
（
2007～

2010
年
：
参
議
院
）
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性
別

年
齢

教
育
程
度

当
選
回
数

新
人
得
票
率

経
歴
：
国
会
議
員

経
歴
：
議
員
秘
書

経
歴
：
大
臣

経
歴
：
国
家
公
務
員

経
歴
：
首
長

経
歴
：
地
方
公
務
員

経
歴
：
地
方
議
員

経
歴
：
政
党
役
員

経
歴
：
団
体
役
員

経
歴
：
宗
教
団
体
役
員

経
歴
：
専
門
・
技
術
職

経
歴
：
会
社
員

自
民
党

民
主
党

公
明
党

共
産
党

社
民
党

公
約
言
及
項
目
数

定
数

αLR
 χ

2

C
ox &

 Snell R
2

N
agelkerke R

2

N

0.078
0.004
0.006
－
0.021
0.015
0.195

0.175
2.952
0.240
173.8
0.440
0.440
300

0.099
0.005
0.002
－
0.025
0.012
0.218

0.118
0.092－－
－
0.603
0.179
2.769
0.234
178.9
0.449
0.449
300

************

†************

0.064
0.005
－
0.016
－
0.023
－
0.012
0.294
－
0.027
－
0.046
0.003
0.038
－
0.238
0.011
0.003
－
0.095
0.055－
0.079
0.048
0.093
0.081－－
－
0.616
0.178
2.850
0.228
185
0.460
0.460
300

†************

予
算
項
目

全
項
目

Ⅱ
Ⅲ

I
0.103
0.004
0.014
－
0.017
0.024
0.127

0.165
2.895
0.265
147.6
0.389
0.389
300

************

－
0.324
－
0.001
－
0.080
－
0.093
－
0.292
0.788
0.052
－
0.057
0.635
0.091
－
1.065
0.234
0.084
0.066
0.110－
0.246
0.229
－
1.687
0.420－－
0.427
0.252
0.111
1.241
145.3
0.384
0.384
300

0.133
0.005
0.011
－
0.024
0.030
0.217

0.180
0.075－－
－
0.771
0.172
2.646
0.256
155.6
0.405
0.405
300

*************

0.099
0.005
－
0.009
－
0.021
－
0.002
0.286
－
0.018
－
0.048
－
0.008
0.039
－
0.202
－
0.011
0.007
－
0.111
0.051－
0.076
0.046
0.163
0.075－－
－
0.770
0.171
2.747
0.250
161.2
0.416
0.416
300

*************

************

††*************

†*********

Ⅱ
Ⅲ

I
－
0.269
－
0.002
－
0.141
－
0.078
－
0.032
1.607

0.294
－
0.062
1.768
78.26
0.230
0.230
300

－
0.153
－
0.005
－
0.092
－
0.037
－
0.251
0.502

－
1.492
0.347－－
0.330
0.261
0.457
1.304
133.9
0.360
0.360
300

Ⅱ
Ⅲ

I
賛
否
項
目

***: p<0.001 **: 0.001≦
p<0.01 *: 0.01≦

p<0.05 †
: 0.05≦

p<0.1

表
9　
日
本
の
公
約
と
投
票
の
一
致
度
の
規
定
要
因
（
2009～

2011
年
：
衆
議
院
）
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性
別

年
齢

教
育
程
度

当
選
回
数

新
人
得
票
率

経
歴
：
国
会
議
員

経
歴
：
議
員
秘
書

経
歴
：
大
臣

経
歴
：
国
家
公
務
員

経
歴
：
首
長

経
歴
：
地
方
公
務
員

経
歴
：
地
方
議
員

経
歴
：
政
党
役
員

経
歴
：
団
体
役
員

経
歴
：
宗
教
団
体
役
員

経
歴
：
専
門
・
技
術
職

経
歴
：
会
社
員

自
民
党

民
主
党

公
明
党

共
産
党

社
民
党

公
約
言
及
項
目
数

定
数

αLR
 χ

2

C
ox &

 Snell R
2

N
agelkerke R

2

N

0.004
0.004
－
0.007
－
0.144
－
0.237
0.074

0.235
2.688
0.695
40.93
0.244
0.244
146

－
0.133
0.005
－
0.024
－
0.161
－
0.166
0.316

0.279
0.571
0.930－－
0.250
2.200
0.655
48.41
0.282
0.282
146

************

†************

－
0.021
0.007
0.014
－
0.119
－
0.105
0.383
－
0.137
0.245
－
0.150
0.188
－
0.363
－
0.005
0.030
0.016
－
0.018
－
0.327
－
0.123
－
0.038
0.198
0.602
0.954－－
0.250
1.758
0.630
53.61
0.307
0.307
146

*†**********

予
算
項
目

全
項
目

Ⅱ
Ⅲ

I
0.035
0.005
0.007
－
0.136
－
0.279
0.089

0.244
2.434
0.917
34.29
0.209
0.209
146

***********

－
0.059
－
0.008
0.061
－
0.177
0.162
－
0.930
－
0.203
0.382
－
0.649
－
0.906

－
19.682
－
0.066
－
0.453
0.642
－
0.382

－
21.871
－
0.251
－
0.019
－
1.104
－
0.476
－
2.107－－
0.223
1.430
2.897
33.11
0.203
0.206
146

－
0.110
0.006
－
0.026
－
0.150
－
0.194
0.308

0.475
0.731
1.168－－
0.261
1.861
0.865
41.36
0.247
0.247
146

************

－
0.009
0.007
0.008
－
0.104
－
0.126
0.388
－
0.131
0.220
－
0.106
0.229
－
0.401
0.031
0.023
－
0.016
0.014
－
0.299
－
0.156
－
0.036
0.396
0.790
1.226－－
0.261
1.456
0.835
45.64
0.268
0.268
146

**********

†***†

†****†

††***

Ⅱ
Ⅲ

I
－
0.004
－
0.035
－
0.257
－
0.532
－
0.231
－
0.664

0.177
3.398
3.803
11.35
0.075
0.076
146

－
0.178
－
0.022
－
0.054
－
0.322
－
0.007
－
0.519

－
1.045
－
0.116
－
1.007－－
0.177
2.463
3.473
17.08
0.110
0.112
146

Ⅱ
Ⅲ

I
賛
否
項
目

***: p<0.001 **: 0.001≦
p<0.01 *: 0.01≦

p<0.05 †
: 0.05≦

p<0.1

表
10　

日
本
の
公
約
と
投
票
の
一
致
度
の
規
定
要
因
（
2010～

2011
年
：
参
議
院
）
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さ
ら
に
、
公
約
・
投
票
一
致
度
に
つ
い
て
も
、
次
回
出
馬
の
ダ
ミ
ー
を
加
え
た
分
析
を
行
っ
た
（
表
11
お
よ
び
表
12
）。
結
果
を
み

る
と
、
次
回
出
馬
の
効
果
は
賛
否
項
目
に
お
い
て
は
効
果
を
持
つ
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
賛
否
項
目
は
予
算
増
減
を
示
す
予
算
項
目

と
比
較
す
る
と
、
議
員
の
行
動
の
一
致
・
不
一
致
が
よ
り
明
確
で
あ
り
、
有
権
者
に
対
し
て
判
断
材
料
を
提
示
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
先
述
の
と
お
り
、
公
約
・
投
票
一
致
度
に
対
し
て
は
、
政
党
の
効
果
、
す
な
わ
ち
、
党
議
拘
束
の
効
果
が

安
定
的
で
あ
り
、
そ
の
他
の
要
因
の
効
果
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
次
回
出
馬
の
効
果
は
そ
う
し
た
政
党
の
効
果
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
し
て
も
な
お
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　

２
・
４　

日
本
に
お
け
る
公
約
と
国
会
活
動
の
一
致

　

こ
れ
ま
で
、
日
本
に
お
け
る
公
約
・
発
言
一
致
度
、
お
よ
び
、
公
約
・
投
票
一
致
度
に
つ
い
て
、
分
布
の
時
系
列
的
な
変
化
の
指

摘
や
規
定
要
因
の
分
析
を
行
っ
て
き
た
が
、
両
一
致
度
に
対
す
る
分
析
を
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
両
一
致
度
は
公
約
と
国
会
活
動
の
言

動
の
一
致
を
測
っ
た
も
の
と
い
う
点
で
は
類
似
し
て
い
る
が
、
そ
の
性
質
上
異
な
る
点
も
存
在
す
る
。

　

両
一
致
度
の
類
似
点
は
与
党
で
あ
る
の
か
野
党
で
あ
る
の
か
に
よ
っ
て
、
一
致
の
程
度
が
異
な
る
点
に
あ
り
、
政
権
交
代
が
生
じ

た
二
〇
〇
九
年
衆
議
院
選
挙
を
境
に
時
系
列
的
な
変
化
が
確
認
で
き
る
。
政
権
交
代
以
前
に
お
い
て
は
、
野
党
で
あ
っ
た
民
主
党
は

自
民
党
に
比
べ
高
い
一
致
度
を
示
し
て
い
た
が
、
与
党
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
約
・
発
言
と
公
約
・
投
票
の
い
ず
れ
に
お
い

て
も
、
そ
の
一
致
の
程
度
を
下
げ
て
い
る
。
選
挙
に
お
け
る
公
約
は
、
政
党
に
と
っ
て
は
政
権
を
獲
得
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
手
段

で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
有
権
者
の
興
味
を
惹
き
投
票
に
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
公
約
に
応

じ
た
国
会
に
お
け
る
言
動
の
一
致
は
、
政
党
や
議
員
に
と
っ
て
は
次
回
の
選
挙
の
強
み
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
与
党
は
、
現
実

的
な
予
算
規
模
に
直
面
し
た
り
、
さ
ら
に
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
批
判
や
失
言
の
リ
ス
ク
に
晒
さ
れ
る
過
程
で
、
よ
り
現
実
路
線
を

歩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
公
約
と
国
会
活
動
の
一
致
に
お
い
て
、
野
党
は
与
党
と
比
較
し
て
相
対
的
に
過
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性
別

年
齢

教
育
程
度

当
選
回
数

新
人
得
票
率

経
歴
：
国
会
議
員

経
歴
：
議
員
秘
書

経
歴
：
大
臣

経
歴
：
国
家
公
務
員

経
歴
：
首
長

経
歴
：
地
方
公
務
員

経
歴
：
地
方
議
員

経
歴
：
政
党
役
員

経
歴
：
団
体
役
員

経
歴
：
宗
教
団
体
役
員

経
歴
：
専
門
・
技
術
職

経
歴
：
会
社
員

自
民
党

民
主
党

公
明
党

共
産
党

社
民
党

公
約
言
及
項
目
数

次
回
出
馬

定
数

αLR
 χ

2

C
ox &

 Snell R
2

N
agelkerke R

2

N

－
0.403
－
0.002
－
0.132
－
0.020
－
0.099
－
0.681

0.169
0.215
3.655
0.786
63.52
0.191
0.191
300

－
0.315
0.005
－
0.103
－
0.034
0.140
0.331

0.267
0.831
1.196－
0.065
0.182
0.063
2.213
0.718
90.37
0.260
0.260
300

†*********

*************

－
0.343
0.003
－
0.078
－
0.042
0.149
0.219
0.059
－
0.067
0.095
0.085
－
0.151
－
0.036
0.117
－
0.116
－
0.010
－
0.186
－
0.006
－
0.194
0.281
0.918
1.302－
0.112
0.188
0.120
2.296
0.704
96.08
0.274
0.274
300

*************

予
算
項
目

全
項
目

Ⅱ
Ⅲ

I
－
0.383
－
0.004
－
0.149
－
0.014
－
0.141
－
0.665

0.180
0.171
3.597
1.010
55.25
0.168
0.168
300

*********

－
0.150
0.018
－
0.010
－
0.064
0.427
0.682
－
0.135
－
0.310
0.141
－
0.010
－
1.295
0.154
0.196
－
0.237
－
0.141
0.201
0.142
－
0.156
1.007
1.997
0.381－
2.965
0.077
0.671
－
1.748
1.270
66.32
0.198
0.198
300

－
0.299
0.003
－
0.132
－
0.030
0.086
0.325

0.218
0.746
1.244－

－
25.777
0.194
0.018
2.276
0.918
82.52
0.240
0.240
300

************

－
0.322
0.001
－
0.099
－
0.037
0.102
0.259
0.057
－
0.061
0.080
0.087
－
0.063
－
0.077
0.108
－
0.114
0.006
－
0.161
－
0.021
－
0.198
0.230
0.835
1.355－

－
20.255
0.200
0.079
2.284
0.905
86.77
0.251
0.251
300

***********

**************

***********

†****

Ⅱ
Ⅲ

I
－
0.296
0.013
－
0.149
－
0.070
0.139
－
0.577

0.075
0.747
0.754
1.577
17.72
0.057
0.057
300

－
0.011
0.023
0.043
－
0.062
0.543
0.848

0.956
1.943
0.419－
2.760
0.082
0.655
－
2.628
1.335
55.33
0.168
0.168
300

Ⅱ
Ⅲ

I
賛
否
項
目

***: p<0.001 **: 0.001≦
p <0.01 *: 0.01≦

p<0.05 †
: 0.05≦

p<0.1

表
11　

日
本
の
公
約
と
投
票
の
一
致
度
の
規
定
要
因
：
次
回
出
馬
（
2005～

2009
年
：
衆
議
院
）



96

法学研究 86 巻 6 号（2013：6）

性
別

年
齢

教
育
程
度

当
選
回
数

新
人
得
票
率

経
歴
：
国
会
議
員

経
歴
：
議
員
秘
書

経
歴
：
大
臣

経
歴
：
国
家
公
務
員

経
歴
：
首
長

経
歴
：
地
方
公
務
員

経
歴
：
地
方
議
員

経
歴
：
政
党
役
員

経
歴
：
団
体
役
員

経
歴
：
宗
教
団
体
役
員

経
歴
：
専
門
・
技
術
職

経
歴
：
会
社
員

自
民
党

民
主
党

公
明
党

共
産
党

社
民
党

公
約
言
及
項
目
数

次
回
出
馬

定
数

αLR
 χ

2

C
ox &

 Snell R
2

N
agelkerke R

2

N

1.306
0.007
0.271
－
0.744
－
1.418
－
0.014

0.158
0.585
0.761
1.514
12.01
0.152
0.15273

1.027
0.022
0.406
－
0.812
－
1.537
－
0.013

－
1.346
－
0.265
－
0.329－－
0.204
0.576
0.247
1.218
24.51
0.285
0.28573

††*****

†***********

1.657
0.039
0.452
－
0.757
－
1.630
－
0.005
－
0.122
0.323
－
1.588
0.042
－
0.498
－
1.123
－
0.088
－
0.047
0.003
1.117
－
0.316
0.160
－
1.583
－
0.385
－
0.027－－
0.262
0.465
－
1.706
1.068
33.17
0.365
0.36573

**††*††*******†

予
算
項
目

全
項
目

Ⅱ
Ⅲ

I
1.281
0.009
0.269
－
0.754
－
1.428
－
0.014

0.156
0.551
0.707
1.450
12.38
0.156
0.15673

*†******

0.614
0.013
0.202
－
0.248
－
0.862
－
0.008
0.045
0.454
－
0.640
－
0.777

－
15.184
－
0.986
－
0.141
－
0.211
0.009
0.904
－
0.132
－
0.043
－
2.234
－
0.320

－
14.988－－
0.255
0.930
－
1.699
0.132
71.19
0.623
0.63873

1.039
0.022
0.398
－
0.823
－
1.562
－
0.013

－
1.264
－
0.278
－
0.256－－
0.199
0.556
0.221
1.193
23.44
0.275
0.27573

†**********

1.653
0.039
0.444
－
0.772
－
1.646
－
0.006
－
0.121
0.276
－
1.575
0.035
－
0.479
－
1.109
－
0.074
－
0.057
－
0.021
1.079
－
0.344
0.127
－
1.501
－
0.392
0.033－－
0.252
0.444
－
1.625
1.047
32.09
0.356
0.35673

**†††**††*******†

***********

************

*†***

Ⅱ
Ⅲ

I
1.284
－
0.021
0.210
－
0.351
－
1.193
－
0.003

0.167
1.055
－
1.343
2.070
8.983
0.116
0.11973

0.411
0.006
0.105
－
0.178
－
0.482
－
0.011

－
2.587
－
0.150

－
22.130－－
0.251
0.899
－
1.315
0.393
54.19
0.524
0.53673

Ⅱ
Ⅲ

I
賛
否
項
目

***: p<0.001 **: 0.001≦
p<0.01 *: 0.01≦

p<0.05 †
: 0.05≦

p<0.1

表
12　

日
本
の
公
約
と
投
票
の
一
致
度
の
規
定
要
因
：
次
回
出
馬
（
2007～

2010
年
：
参
議
院
）
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剰
に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
両
一
致
度
の
違
い
は
、
そ
の
規
定
要
因
に
あ
る
。
公
約
・
発
言
一
致
度
は
、
新
人
で
あ
る
こ
と
や
当
選
回
数
の
低
さ
な
ど
、

ベ
テ
ラ
ン
議
員
で
は
な
く
、
若
手
議
員
に
よ
り
一
致
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
が
、
公
約
・
投
票
一
致
度
は
議
員
個
人
の
属
性
で
は
な
く
、

政
党
、
す
な
わ
ち
、
党
議
拘
束
の
効
果
が
強
い
。
党
議
拘
束
の
あ
る
国
会
で
の
投
票
は
、
発
言
に
比
べ
て
議
員
個
人
の
自
由
度
は
限

定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
致
度
の
規
定
要
因
に
つ
い
て
は
政
党
の
効
果
が
大
き
く
な
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
議
員
の
国
会
活
動

に
お
い
て
は
、
発
言
に
は
個
人
の
一
定
の
自
由
度
が
あ
る
も
の
の
、
投
票
は
自
由
度
を
欠
い
て
い
る
と
い
え
る
。

　

こ
う
し
た
結
果
は
次
の
二
つ
の
含
意
を
持
つ
。
第
一
に
、
代
議
制
民
主
主
義
に
お
い
て
は
、
議
員
は
公
約
を
掲
げ
て
当
選
し
た
以

上
、
公
約
に
沿
っ
た
発
言
が
国
会
内
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
う
し
た
公
約
と
の
言
動
の
一
致
は
、
次
回
選
挙
に
お
い
て

有
権
者
の
投
票
の
判
断
材
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
公
約
・
発
言
一
致
度
に
対
す
る
分
析
結
果
は
次
回
出
馬
、
つ
ま

り
、
次
回
選
挙
で
の
得
票
や
当
選
の
た
め
に
、
国
会
で
の
発
言
が
公
約
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
逆
に
い
え
ば
、
国
会
に
お
け
る
自
由
な
発
言
が
担
保
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

第
二
に
、
公
約
・
投
票
一
致
度
、
中
で
も
賛
否
項
目
に
対
し
て
は
次
回
出
馬
が
効
果
を
持
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
次
回
出
馬
の
意

図
が
あ
る
議
員
ほ
ど
、
次
回
選
挙
で
の
得
票
に
配
慮
し
て
国
会
で
の
投
票
に
注
意
を
払
い
、
自
ら
の
国
会
活
動
を
公
約
に
一
致
さ
せ

る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
発
言
（
時
に
は
公
約
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
発
言
）
が
な
さ
れ
て
も
、
投
票

に
お
い
て
は
公
約
と
一
致
す
る
行
動
を
と
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
会
活
動
に
お
い
て
次
の
選
挙
を
見
据

え
た
と
き
、「
発
言
は
公
約
に
拘
束
さ
れ
な
い
が
、
投
票
は
公
約
に
拘
束
さ
れ
る
」
と
い
え
る
。
発
言
と
比
較
し
て
、
法
案
に
対
す

る
投
票
は
議
員
の
最
終
的
な
行
動
で
あ
り
態
度
表
明
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
議
員
に
と
っ
て
、
国
会
に

お
け
る
議
員
個
人
の
業
績
を
有
権
者
に
よ
り
明
確
に
示
す
の
は
、
最
終
的
な
態
度
表
明
で
あ
る
投
票
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
た
だ

し
、
先
述
の
と
お
り
、
投
票
に
お
い
て
は
党
議
拘
束
の
効
果
が
強
い
。
投
票
に
最
終
的
な
議
員
個
人
の
態
度
表
明
の
側
面
が
あ
る
と
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し
て
も
、
党
議
拘
束
は
公
約
と
投
票
の
不
一
致
を
招
き
か
ね
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
次
回
選
挙
に
向
け
た
最
終
的
な
態
度
表
明
の

側
面
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
党
議
拘
束
に
違
反
し
、
造
反
す
る
こ
と
に
よ
り
注
目
が
集
ま
る
と
も
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
公
約
と
国
会
活
動
の
関
連
に
お
い
て
は
、
議
員
に
よ
る
公
約
の
提
示
、
国
会
で
の
自
由
な
発
言
、
最
終
的

な
態
度
表
明
と
し
て
の
投
票
、
そ
し
て
、
公
約
と
一
貫
し
た
態
度
表
明
を
規
定
す
る
次
回
の
選
挙
と
い
う
一
連
の
過
程
が
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
代
議
制
民
主
主
義
が
機
能
し
て
い
る
と
も
い
え
る
が
、
政
権
交
代
に
よ
っ
て
与
党
に
な
る
こ
と
は
現

実
路
線
を
選
択
さ
せ
、
公
約
と
の
一
致
度
を
低
下
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
提
示
さ
れ
た
公
約
が
す
べ
て
実
行
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、

代
議
制
民
主
主
義
が
十
分
機
能
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

　

ま
た
、
公
約
と
国
会
活
動
の
一
致
を
規
定
し
得
る
次
回
の
選
挙
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
用
い
て
い
る
次
回
出
馬
と
は
、
議
員
個
人

の
意
思
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
約
と
発
言
や
投
票
と
い
っ
た
国
会
活
動
の
一
致
が
、
実
際
に
次
の
選
挙
で
の
得

票
や
当
落
に
影
響
を
与
え
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
有
権
者
が
実
際
に
そ
う
し
た
一
致
に
注
意
を
払
う
か
否
か
、
換
言
す
れ
ば
、

有
権
者
が
議
員
や
政
党
の
業
績
に
対
す
る
評
価
に
基
づ
い
て
投
票
を
行
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
業
績
に
対

す
る
評
価
に
基
づ
い
て
投
票
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
公
約
と
国
会
に
お
け
る
言
動
の
一
致
が
得
票
や
当
落
を
規
定
す
る
で

あ
ろ
う
し
、
逆
に
、
業
績
に
対
す
る
評
価
に
基
づ
く
投
票
が
行
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
う
し
た
効
果
は
み
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
1
）　

発
言
に
つ
い
て
は
、
予
算
項
目
と
賛
否
項
目
に
つ
い
て
、
前
者
の
場
合
「
増
額
」・「
現
状
維
持
ま
た
は
単
な
る
言
及
」・「
減
額
」、

後
者
の
場
合
「
賛
成
」・「
単
な
る
言
及
」・「
反
対
」
と
い
う
態
度
別
に
発
言
数
を
カ
ウ
ン
ト
し
、
政
策
項
目
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
変

数
を
作
成
し
た
（
公
約
・
発
言
一
致
度
の
作
成
に
お
い
て
用
い
る
の
は
、
増
減
ま
た
は
賛
否
な
ど
の
態
度
を
明
示
し
た
発
言
の
み
で
あ

る
）。
投
票
に
つ
い
て
は
、
各
議
員
の
各
法
案
に
つ
い
て
の
投
票
行
動
に
お
け
る
立
場
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
収
集
し
た
後
、
各
法
案
の

内
容
を
確
認
し
、
当
該
法
案
が
ど
の
政
策
項
目
に
関
連
し
、
増
減
ま
た
は
賛
否
の
な
か
で
ど
ち
ら
の
立
場
を
問
う
法
案
か
を
そ
れ
ぞ
れ
の
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法
案
に
つ
い
て
確
認
し
て
か
ら
、
改
め
て
立
場
ご
と
に
投
票
法
案
数
を
カ
ウ
ン
ト
し
た
。

（
2
）　

一
致
度
指
標
と
し
て
は
、
そ
の
他
の
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
も
考
え
ら
れ
る
が
、
一
致
度
指
標
の
作
成
手
続
き
を
選
択
す
る
際
に
は
、
直
接

的
に
一
致
の
程
度
を
測
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
と
、
で
き
る
限
り
恣
意
性
が
入
ら
な
い
シ
ン
プ
ル
さ
と
い
う
２
点
を
基
準

と
し
た
。
そ
の
他
の
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
一
致
を
１
点
と
カ
ウ
ン
ト
す
る
だ
け
で
な
く
、
矛
盾
を
-1
点
と
し
て
カ
ウ
ン

ト
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
一
致
と
矛
盾
（
公
約
方
向
と
真
逆
の
行
動
）
を
同
じ
次
元
で
捉
え
、
複
数
の
政
策
項
目
に
ま
た
が
っ
て

加
減
を
行
う
操
作
は
妥
当
性
が
低
い
と
考
え
、
選
択
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
一
致
を
２
点
、
一
致
と
矛
盾
以
外
の
単
な
る
不
一
致
を
１
点
、

矛
盾
を
０
点
と
し
て
扱
う
指
標
は
、
一
致
の
微
妙
な
程
度
を
反
映
さ
せ
、
か
つ
、
従
属
変
数
の
分
散
を
確
保
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る

と
は
い
え
、
一
致
で
も
矛
盾
で
も
な
い
不
一
致
を
カ
ウ
ン
ト
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
の
焦
点
で
あ
る
一
致
の
程
度
を
見
分
け
に
く
く

す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、
一
致
の
影
響
を
よ
り
直
接
的
に
把
握
す
る
シ
ン
プ
ル
な
指
標
と
し
て
、
一
致
行
動
の
数
を
カ
ウ
ン
ト
す
る
ア
プ

ロ
ー
チ
を
と
っ
た
。

（
3
）　

後
述
す
る
よ
う
に
、
過
分
散
指
標
α
は
概
ね
有
意
で
あ
っ
た
。
一
致
行
動
の
数
を
従
属
変
数
と
し
て
、
負
二
項
回
帰
モ
デ
ル
を
用
い

る
と
い
う
点
で
は
、Sulkin

（2011
）
と
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
後
述
の
よ
う
に
、
本
稿
の
デ
ー
タ
で
は
０
が
多
く
、
０
に
起
因
す
る

過
剰
分
散
に
対
し
て
頑
健
な
ゼ
ロ
過
剰
負
二
項
回
帰
モ
デ
ル
（zero-inflated negative binom

ial regression

）
の
方
が
適
切
な
可
能

性
が
あ
る
。
実
際
、
複
数
の
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
を
扱
う
な
か
で
、
後
者
の
推
計
モ
デ
ル
の
方
が
適
切
な
場
合
も
確
認
で
き
た
が
、
本
稿
は
、

モ
デ
ル
の
シ
ン
プ
ル
さ
と
統
一
性
か
ら
前
者
を
選
ん
だ
（
た
だ
し
、
モ
デ
ル
の
性
質
上
、
従
属
変
数
の
分
散
が
限
ら
れ
て
い
る
場
合
や
、

説
明
変
数
が
多
い
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
、
収
束
し
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
）。
以
上
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
た
が
、
公
約
へ
の
言
及
自
体

が
内
生
的
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
政
策
項
目
別
の
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
モ
デ
ル
等
、
代
替
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
政
党
の
立
場
と
そ
こ
か
ら
の
乖
離
が
、
公
約
か
ら
の
乖
離
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
も
、
検
討

の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
（
）　

委
員
会
の
詳
細
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
公
約
や
発
言
の
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
お
け
る
政
策
領
域
に
対
応
す
る
も
の
を
中
心
に
選
択

し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
、
衆
議
院
は
、
内
閣
委
員
会
、
総
務
委
員
会
、
外
務
委
員
会
、
文
部
科
学
委
員
会
、
厚
生
労
働
委
員
会
、
農
林
水
産
委

員
会
、
経
済
産
業
委
員
会
、
国
土
交
通
委
員
会
、
環
境
委
員
会
、
安
全
保
障
委
員
会
、
予
算
委
員
会
、
参
議
院
は
、
内
閣
委
員
会
、
総
務

委
員
会
、
外
交
防
衛
委
員
会
、
文
教
科
学
委
員
会
、
厚
生
労
働
委
員
会
、
農
林
水
産
委
員
会 

、
経
済
産
業
委
員
会 

、
国
土
交
通
委
員
会
、
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環
境
委
員
会
、
予
算
委
員
会
と
し
た
。

（
5
）　

参
議
院
は
三
年
ご
と
の
半
数
改
選
で
あ
り
、
任
期
は
六
年
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
〇
〇
七
年
八
月
か
ら
二
〇
一
〇
年
六
月
の
期

間
の
議
事
録
に
は
二
〇
〇
四
年
参
議
院
選
挙
で
の
当
選
者
と
二
〇
〇
七
年
参
議
院
選
挙
で
の
当
選
者
と
が
含
ま
れ
る
。
同
様
に
、
二
〇
一

〇
年
七
月
か
ら
二
〇
一
一
年
一
二
月
の
期
間
に
は
、
二
〇
〇
七
年
参
議
院
選
挙
で
の
当
選
者
と
二
〇
一
〇
年
参
議
院
選
挙
で
の
当
選
者
と

が
含
ま
れ
る
。
な
お
、
参
議
院
に
つ
い
て
の
国
会
議
事
録
の
対
象
は
二
〇
〇
七
年
か
ら
二
〇
一
一
年
ま
で
で
あ
る
た
め
、
二
〇
〇
四
年
参

議
院
選
挙
当
選
者
に
つ
い
て
の
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
ま
で
の
国
会
議
事
録
は
分
析
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
一
致
度
作

成
の
際
の
公
約
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
挙
時
点
の
公
約
を
参
照
し
て
い
る
。

（
6
）　

二
〇
〇
七
年
八
月
か
ら
二
〇
一
〇
年
六
月
の
国
会
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
四
年
参
議
院
選
挙
で
当
選
後
、
辞
職
し
、
再
び
二
〇
〇
七

年
の
参
議
院
選
挙
で
当
選
し
た
ケ
ー
ス
が
存
在
し
議
員
の
重
複
が
あ
る
た
め
、
定
数
よ
り
一
人
少
な
い
一
四
五
人
と
な
っ
て
い
る
。

（
7
）　

コ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
開
始
し
た
時
点
で
は
、
米
国
議
会
図
書
館
（http://thom

as.loc.gov/hom
e/thom

as.php

）
を
参
照
し
て
い

た
が
、
途
中
で
上
記
サ
イ
ト
が
開
設
さ
れ
た
た
め
、
上
記
サ
イ
ト
を
参
照
し
た
。
内
容
は
同
一
で
あ
る
。
議
事
録
は
、
話
題
ご
と
に
見
出

し
や
記
号
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
て
お
り
、
発
言
の
回
数
は
個
別
の
文
面
で
は
な
く
こ
の
区
切
ら
れ
た
話
題
に
つ
い
て
数
え
た
。
発
言
を
政

策
項
目
ご
と
に
割
り
振
る
際
に
は
、
原
則
と
し
て
単
一
の
政
策
項
目
に
割
り
振
っ
た
。
な
お
、
議
長
、
議
長
代
行
、
議
長
代
行
代
理
、
議

事
主
宰
者
の
発
言
は
司
会
の
み
で
、
政
策
に
触
れ
る
こ
と
は
な
い
た
め
、
議
長
、
議
長
代
行
、
議
長
代
行
代
理
、
議
事
主
宰
者
と
し
て
の

発
言
は
数
え
な
い
。
そ
の
他
賛
辞
追
悼
等
に
つ
い
て
も
数
え
な
い
。
な
お
、
日
本
と
異
な
り
、
米
国
の
場
合
は
、
分
析
対
象
と
し
た
の
は

本
会
議
の
み
で
あ
り
、
委
員
会
は
含
ま
な
い
。

（
8
）　

投
票
に
つ
い
て
は
、
区
切
ら
れ
た
話
題
に
つ
い
て
カ
ウ
ン
ト
し
た
発
言
の
場
合
と
異
な
り
、
複
数
の
政
策
項
目
に
ま
た
が
る
こ
と
が

あ
る
た
め
、
複
数
の
政
策
項
目
に
該
当
す
る
法
案
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
項
目
ご
と
に
重
複
し
た
ま
ま
カ
ウ
ン
ト
し
た
。
明
示

的
態
度
に
関
連
し
た
法
案
の
中
で
も
、
複
数
の
項
目
に
ま
た
が
る
法
案
は
、
下
院
で
は
明
示
的
態
度
を
問
う
法
案
の
な
か
の
二
六
・
一
％
、

上
院
で
は
二
二
・
二
％
で
あ
っ
た
（
う
ち
七
割
程
度
は
二
つ
の
政
策
項
目
に
ま
た
が
る
も
の
で
、
残
り
の
三
割
程
度
が
三
つ
以
上
の
政
策

項
目
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
）。

（
9
）　

両
者
を
分
け
た
の
は
、
米
国
デ
ー
タ
に
お
け
る
発
言
が
本
会
議
の
も
の
の
み
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
。

（
10
）　

政
党
別
で
は
公
明
党
も
図
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
分
布
は
自
民
・
民
主
両
党
に
比
べ
て
流
動
的
で
あ
る
。
政
党
別
の
図
示
に
お
い
て
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は
、
当
該
政
党
内
で
の
割
合
を
図
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
民
・
民
主
両
党
に
比
べ
議
員
数
が
少
な
い
公
明
党
の
分
布
で
は
、
議
員
一

人
あ
た
り
の
一
致
度
の
変
化
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
賛
否
項
目
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
と
お
り

全
体
で
の
分
散
が
小
さ
い
た
め
、
政
党
別
に
み
て
も
顕
著
な
違
い
は
確
認
で
き
な
い
。

（
11
）　

た
だ
し
、
そ
も
そ
も
公
約
に
言
及
し
な
け
れ
ば
一
致
度
自
体
も
算
出
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
一
致
度
の
高
い
項
目
は
公
約
へ
言
及
の

有
無
に
左
右
さ
れ
る
と
も
い
え
る
が
、
公
約
に
応
じ
た
発
言
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
一
致
度
が
高
く
な
る
こ
と
も
な
い
。

（
12
）　

公
約
・
発
言
一
致
度
と
同
様
に
、
公
明
党
に
お
い
て
は
、
自
民
・
民
主
両
党
と
比
較
し
た
際
の
議
員
数
の
少
な
さ
か
ら
分
布
の
変
化

が
流
動
的
で
あ
る
。

（
13
）　

公
約
・
発
言
一
致
度
と
同
様
に
、
確
か
に
公
約
へ
の
言
及
有
無
に
左
右
さ
れ
る
部
分
も
あ
る
が
、
公
約
に
応
じ
た
法
案
へ
の
投
票
が

な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
一
致
度
が
高
く
な
る
こ
と
も
な
い
。

（
1（
）　

賛
否
項
目
を
従
属
変
数
と
す
る
予
備
的
な
分
析
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
年
度
で
収
束
し
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

（
15
）　

高
卒
以
下
か
ら
大
学
院
卒
ま
で
の
四
段
階
尺
度
。

（
16
）　

よ
り
厳
密
に
は
、
発
言
回
数
に
代
え
て
法
案
数
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
投
票
の
対
象
と
な
る
法
案
数
は
す

べ
て
の
議
員
が
同
じ
で
あ
る
た
め
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
変
数
に
は
加
え
な
か
っ
た
。

（
17
）　

次
回
出
馬
の
変
数
に
つ
い
て
、
本
分
析
で
は
事
後
変
数
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
本
来
、
次
回
出
馬
の
「
意

図
」
は
、
議
員
の
主
観
的
態
度
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
分
析
で
は
、
次
の
選
挙
で
の
立
候
補
と
い
う
客
観
的
事
実

を
次
回
出
馬
の
意
図
に
代
え
て
モ
デ
ル
に
投
入
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
分
析
で
は
当
選
し
た
選
挙
時
点
の
公
約
、
当
選
後
の
国
会
で
の
発

言
・
投
票
、
次
の
選
挙
で
の
立
候
補
の
各
デ
ー
タ
を
マ
ー
ジ
し
た
も
の
を
用
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
揃
う
分
析
対

象
期
間
は
、
二
〇
〇
五
年
衆
議
院
選
挙
と
二
〇
〇
五
年
九
月
～
二
〇
〇
九
年
七
月
国
会
、
お
よ
び
、
二
〇
〇
九
年
衆
議
院
選
挙
、
二
〇
〇

四
年
・
二
〇
〇
七
年
参
議
院
選
挙
と
二
〇
〇
七
年
八
月
～
二
〇
一
〇
年
六
月
国
会
、
お
よ
び
、
二
〇
一
〇
年
参
議
院
選
挙
（
た
だ
し
、
二

〇
一
〇
年
選
挙
は
二
〇
〇
四
年
当
選
者
が
改
選
の
た
め
、
分
析
は
全
体
の
半
分
の
ケ
ー
ス
と
な
る
）
で
あ
る
。
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